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資  料

　書類提出用チェックシート

　給水装置申込・承認申請・工事設計審査申込書

　給水装置申込・承認申請・工事設計審査申込書（記載注意事項）

　申請書添付書類　位置図例示

　申請書添付書類　平面図例示 　

　申請書添付書類　掘削断面図例示

　写真管理チェックシート

　給水装置工事完了届

　給水装置工事完了届（記載時注意事項）

　給水管取付工事立会い申請書

　給水装置設置工事中止届

　給水装置所有者変更届

　水道使用開始届

　水道使用中止届

　申請書添付書類　現状写真例示



　　第１節　目　　　的

　この給水装置テキストは、水道法、水道法施行令、水道法施行規則、由布市水道事業給水条例、同施

行規程及びその他関係法令に基づき、給水装置工事の設計と施工に関して必要な事項を定めるものであ

る。

　　第２節　給水装置の定義

　給水装置については、法第３条第９項の規定に『「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水

道事業者の施設した配水支管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。』と

定義している。

　すなわち、給水装置とは、需要者に水を供給するために、市の布設した配水支管から分岐して設けら

れ、配水支管の水圧を直接利用して給水を行うものをいい、ゴムホース等任意に取り外しのできるもの、

及び受水タンク以下の装置などはこれに含まれない。又、給水装置は需要者の財産であり、費用の負担

はもちろんのこと、維持管理が義務づけられている。以下、関係装置にかかる用語の定義は次のとおり

である。

１．配　水　管 

　　配水管とは、配水池を起点として、その給水区域内に配水するため水道事業者が布設した管をいう。

２．給　水　管

　　給水管とは、配水支管及び既設の給水管から分岐して宅地や家屋内に引き込む管をいう。

３．給 水 用 具

　　給水用具とは、給水管に直結する器具・機材で、分水栓、丁字管、止水栓、仕切弁、給水栓及び水

　道メーター（以下「メーター」という。）等をいう。

　　第３節　給水装置の種類

　給水装置は、これを用途により分類すると、大別して飲用と消火用に分かれる。

１．専用給水装置

　　１戸又は１箇所で専用するもの

２．共用給水装置

　　２戸又は２箇所以上で共用するもの

３．私設消火栓

　　消火用に使用するもの

　　第４節　給水装置工事の種類

　給水装置工事とは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。また、工事とは工事に先立

って行う調査、計画、設計、施行及び竣工検査までの一連の過程をいう。なお、本市における給水装置

工事の種類は、以下のとおりである。

１．新設工事

　　新たに給水装置を設置する工事をいう。新たに設置される給水装置には、お客様番号を付番する。

２．改造工事

　　既設給水装置の増減、位置、口径及び管種を一部変更する工事をいう。

第１章　総　　　　則　　
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３．撤去工事

　　給水装置を配水支管又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事をいう。

４．修繕工事

　　給水装置の破損箇所を原形に修復する工事をいう。

　　第５節　給 水 方 式

　給水方式は大別して直結式給水方式と受水槽式給水方式及び直結・受水槽併用式給水方式に分けられる。

このいずれかを採用するかは、給水状況、給水箇所及び使用目的等に応じて決定しなけらばならない。

１．直結式給水方式

　　直結式給水方式は、配水支管の水圧で給水する方式であり、

　●直結直圧式     ●直結増圧式      ●直結直圧・直結増圧併用式がある。

２．受水槽式給水方式

　　受水槽式給水方式は、配水支管から一旦受水槽に受け、この受水槽から給水する方式であり、配水支管

　の水圧は受水槽以下には作用しない。（高架水槽方式・圧力タンク方式・加圧ポンプ方式）

３．直結・受水槽併用式給水方式

　　直結・受水槽併用式給水方式は、一つの建築物内で直結式、受水槽式の両方の給水方式を併用する

　ものである。

※給水方式については、一般的なものを記載している。由布市においては、直結増圧式及び

直結直圧・直結増圧併用式については、認めていない。

給水方式

直結式

受水槽式

直結・受水槽併用式

直結直圧式

直結増圧式

直結直圧・直結増圧併用式
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　　第１節　定　　義

　設計とは、現場調査、給水管及び給水用具の選定、工法の決定、図面作成、工事費算出までの一連の

作業をいい、その計画内容も工事場所及び使用目的の確認、計画使用水量の決定、分岐可能な配水支管

及びその最小動水圧の確認、給水管口径の決定、水質の安全確保及び装置の保守のため、諸規定、諸条

件に基づいて適正に行わなければならない。

　設計に際しては、給水装置の構造及び材質の基準に適合していることが必須条件であり、このほか水

圧、土質、気候、直射日光等設置後の環境を考慮する。又、工場等上水道以外の水を使用するところで

は、これらの配管との連結（クロスコネクション）を防止するため、系統を識別して明確にしておき、

工事費が低廉で美観を損なわず使用上便利であること。また、損失水頭の少ない給水用具を選定しなけ

ればならない。

　　第２節　基 本 計 画 

　給水装置の基本計画は、基本調査、給水方式の決定、計画使用水量の決定、給水管の口径の決定等か

らなっており、給水装置にとって最も基本的な事項を決定するものである。

１．基本調査

　　基本調査は、事前調査と現場調査に区分され、その内容によって「工事申込者に確認するもの」、

　「水道課に確認するもの」、「現場調査により確認するもの」がある。なお、標準的な調査事項、

　調査内容等は、次の表のとおりとする。　

1.

3.

5.

9.

8.

7. 道 路 の 状 況

配 水 管 の布設
状 況

種別（公道・私道等）、幅員、舗装構成

利　害
関係者

埋設物
管理者

道　路
管理者

○

所有者○ ○

○

11.
受 水 槽 方式の
場 合

10.

既 設 給 水 管
か ら 分 岐する
場 合

○
所有者、給水戸数、布設年月、口径、布設
位置、既設建物との関連

受水槽の構造、位置、点検口の位置、配管
ルート

12.

工 事 に 関する
同 意 承 諾 の
取 得 確 認

○ ○
分岐の同意、私有地給水管埋設の同意、そ
の他利害関係者の承諾

現地の施工環境

○

〃

各 種 埋 設物の
有 無

○施工時間（昼・夜）、関連工事、交通量

種類（下水道・ガス・電気・電話等）、口
径、布設位置

6. ○ ○
口径、管種、布設位置、仕切弁、消火栓の
位置

既 設 給 水装置
の 有 無

町名、丁目、番地等住居表示番号

○ ○

○ ○

市のメーター、止水栓（仕切弁）の位置、
布設位置

所有者、布設年月、形態（単独・連帯）口
径、管種、布設位置、使用水量、水栓番号
（メーター番号）

使用目的（事業・住居）、使用人員、延床
面積、取付栓数

使 用 水 量

○

4. 屋 外 配 管 ○ ○ ○

屋 内 配 管 ○ ○給水栓の位置(種類と個数)、給水用具

工 事 場 所

○ ○

第２章　設　　　　計

所有者

調　査　項　目　と　内　容

調  査  項  目

調　査（確　認）場　所

工　事
水道課 現  地 その他

申込者

調　　査　　内　　容

2.
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２．給水方式の決定

　　給水方式は、給水栓の高さ、使用水量、使用用途、維持管理、需要者の要望、配水支管の整備状況

　等を考慮し「直結式」、「受水槽式」又は「直結・受水槽併用式」とする。

　(1) 直 結 式

　　　末端の給水栓まで市の管理する配水支管の動水圧により直接給水する方式である。

　(2) 受水槽式

　　　一時に多量の水を使用する需要者に対して、受水槽を設置して給水する方式である。

　　　受水槽式給水は、断水時や災害時にも給水が確保できること、配水支管の水圧が変動しても給水

　　圧、給水量を一定に保持し、配水施設への負担を軽減すること等の効果がある。

　　　なお、需要者の必要とする水量、水圧が得られない場合のほか、次のような場合には、受水槽式

　　とすることが必要である。

　　①　病院などで災害時、事故等による水道の断水時にも、給水の確保が必要な場合。

　　②　一時に多量の水を必要とするとき、又は使用水量の変動が大きいときなどに、配水支管の水圧

　　　低下を引き起こすおそれがある場合。

　　③　配水支管の水圧の変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合。

　　④　有害薬品を取り扱い、これを製造・加工又は貯蔵する工場など、逆流によって配水支管の水を

　　　汚染するおそれがある場合。

　　⑤　その他管理者が必要と認める場合。

　(3) 直結・受水槽併用式

　　　一つの建築物内で直結式、受水槽式の両方の給水方式を併用するものである。

※　水道施設設計指針2012・P692より

　　第３節　水道の水理

１．水の質量

　　水の質量は、温度によって違ってくる。純水（蒸留水）で表すと４℃（3.98℃）のとき最も重く、

   これより高温、低温になると軽くなる。

　　この質量の変化は極わずかであるから特別の場合を除き一般には常温時の水の質量は１として計算

　する。

  
２．水圧と水頭の関係

　　水圧とは、単位面積の平面に対して、垂直に圧縮する方向に働く力を圧縮の強さ、あるいは圧力と

　いい、これが水であれば水圧という。

　　水頭とは、水圧を水柱の高さに表したものをいう。

　　水圧と水頭の関係は、次の式で表される。

Ｐ＝Ｗ×Ｈ Ｐ＝水圧Ｐ（kgf／㎠） 

Ｗ＝水の単位重量（1,000kgf／㎥）

Ｗ＝Ｐ／Ｈ Ｈ＝水頭（ｍ）

    よって、水圧0.098Mpa（１kgf／㎠）のとき水頭は10ｍとなる。

    水圧Ｐは水頭Ｈに比例することを示している。
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３．流速と流量

    流速は単位時間に流れる距離で表され、単位は「m／s」である。

    流量は流れの断面積と単位時間を進んだ積であり、流速と流量の関係は次のようになる。

Ｑ＝流　量　（㎥／s）

Ｖ＝平均流速（ｍ／s）

Ａ＝断面積　（㎡）

　とすると　Ｑ＝Ｖ×Ａ

Ｑ Ｑ
Ａ Ｖ π＝3.14

Ｄ＝内径（ｍ）

　　第４節　計画使用水量の決定

１．直結式給水の計画使用水量

　　同時使用水量の算定にあたっては、給水用具種類別吐水量とその同時使用率を考慮した方法（表２

　－１・表２－４）、居住人員から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法、建物種類別単位給水

　量・使用時間・人員表を参考にする方法（表２－７）等があり、各種算定方法の特徴を熟知した上で、

　使用実態に応じた方法を選択すること。

　(1) 一戸建てにおける同時使用水量の算定方法

　　①　同時に使用する給水用具を設定して計算する方法、同時に使用する給水用具だけを表２－１か

      　ら求め、任意に同時に使用する給水用具を設定し、設定された給水用具の吐水量を足しあわせて

      　同時使用水量を決定する方法である。この時の、同時に使用する給水用具の設定にあたっては、

      　使用頻度の高いもの（台所・洗面所等）を含めるとともに、需要者の意見なども参考に決める必

　　   要がある。

　　　　ただし、学校や駅の手洗所のように同時使用率の極めて高い場合には、手洗器、小便器、大便

　　　器等、その用途ごとに（表２－１）を適用して合算する。

　　　　また、給水用具の種類に関わらず吐水量を口径によって一律の水量として扱う方法もある。

　　　（表２－３）

　表２－１  同時使用率を考慮した給水用具数

※　水道施設設計指針2012・P702・表－９．２．１より

16～20 ５

５～10 ３ 21～30 ６

２～４ ２

総給水用具数 同時使用する給水用具数

1 １ 11～15 ４

総給水用具数 同時使用する給水用具数

時間   (hour) h   ３６００s

記　　　　号　　　　表

日   (day) d       ２４h

分   (minute) min       ６０s

秒   (second) s

Ｖ＝ Ａ＝ Ａ＝
π×Ｄ2

４
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　表２－２  種類別吐水量と対応する給水用具の口径

※　水道施設設計指針2012・P702・表－９．２．２より

　表２－３  給水用具の標準使用水量

※　水道施設設計指針2012・P702・表－９．２．３より

　　②　標準化した同時使用水量により計算する方法（表２－４）

　　　　給水用具の数と同時使用量の関係についての標準値から求める方法である。給水装置内の全て

　　　の給水用具の個々の使用水量を足し合わせた全使用水量を給水用具の総数で割ったものに、同時

　　　使用水量比を掛けて求める。

　表２－４  給水用具数と同時使用水量比

※　水道施設設計指針2012・P703・表－９．２．４より

同時使用水量 ＝ × 同時使用水量比
給水装置の全使用水量

1.7 2.0 2.2 2.4 2.6

総 給 水 用 具 数 １ ２ ３ ４ ５ ６

10 15 20

シ ャ ワ ー

大 便 器 （ 洗 浄 水 槽 ）  12～ 20

 70～130

小 便 器 （ 洗 浄 水 槽 ）

（ 洗 浄 弁 ）

 12～ 20

 15～ 30

消 火 栓 （ 小 型 ）

散 水

洗 車 業務用

１回（４～６秒）の吐水量２～３ℓ

１回（８～12秒）の吐水量13.5～16.5ℓ

給水用具総数

７

同時使用水量比 １ 1.4

備 　　　　　考

13

対応する
給水用具
の 口 径
（mm）

13～20

13～20

13

13～20

20～25

用　　　 途
使用水量

（㍑／分）

 12～ 40

 12～ 40

  8～ 15

 20～ 40

台 所 流 し

洗 濯 流 し

洗 面 器

浴 槽 （ 和 式 ）

（ 洋 式 ）

（ 洗 浄 弁 ）

手 洗 器

40～50

  5～ 10

130～260

 15～ 40

 35～ 65

13～20

20～25

13

13

13

25

13

 30～ 60

  8～ 15

同時使用水量比 2.8 2.9 3.0

30 40

3.5 4.0

　給水栓口径（mm） 13 20 25

　標準使用水量（ℓ／min） 17 40 65

5.0 6.0

総 給 水 用 具 数 ８ ９

2－4



　(2) 集合住宅における同時使用水量の算定方法

　　①　１戸の使用水量については、表２－１又は、表２－２を使用した方法で求め、全体の同時使用

　　　戸数については、給水戸数と同時使用戸数率（表２－５）により同時使用戸数を定め同時使用水

　　　量を決定する方法である。

   表２－５

※　水道施設設計指針2012・P703・表－９．２．６より

　　②－１　戸数から同時使用水量を予測する算定式を用い求める方法（集合住宅等の場合）

Ｑ＝42Ｎ0.33（９戸以下） Ｑ＝同時使用水量（ℓ／分）

Ｑ＝19Ｎ0.67（10戸以上600戸未満） Ｎ＝戸数（戸）

　　　　　この算定式は「優良住宅部品認定基準BL規格」によるもので、計算や配管区間の流量配分

　　　　も容易で、共同住宅の受水槽以下のポンプを選定する場合によく用いられている。

※　水道施設設計指針2012・P703・参考表－９．２．１より

　　②－２　居住人員から同時使用水量を予測する算定式を用い求める方法（集合住宅等の場合）

 　　　Ｑ＝26Ｐ0.36（30人以下） Ｑ：同時使用水量（ℓ／分）

       Ｑ＝13Ｐ0.56（31人以上200人未満）Ｐ：人員（人）

※　水道施設設計指針2012・P703・参考表－９．２．１より

　(3) 一定規模以上の給水用具を有する事務所、ビル等における同時使用水量の算定方法

　　①　給水用具負荷単位による方法

　　　　給水用具負荷単位とは、給水装置の種類による使用頻度、使用時間及び多数の給水用具の同時

　　　使用を考慮した負荷率を見込んで、給水流量を単位化したものである。同時使用水量の算出は、

　　　表２－６の各種給水用具の給水用具給水負荷単位に給水用具数を乗じたものを累計し、図２－１

　　　の同時使用水量図を利用して同時使用水量を求める方法である。

　　②　図２－１の同時使用水量図の使用方法は、表２－６から給水器具単位数を求め、その合計を図

　　　の横軸にとりその点を上にあげ、曲線との交点を横に引出すと縦軸上の同時使用水量を求めるこ

　　　とができる。

　　　　下図は、上図の初めの部分を拡大して見やすくしたものであり、２曲線の内①はフラッシュバ

　　　ルブ（Ｆ・Ｖ）を使用する場合の所要水量である。

　　　　なお、給水器具単位から流量を求める方法は、あくまでも標準的なものであり、この方法が実

　　　情に則さない場合、又は特殊な事情がある場合には、これらも加味して計算することが望ましい。

　　　

Ｑ（ℓ／分） 95 100 106 111 127 132 137 141

16 17 18 19 20

戸数 21 22 23 24

Ｑ（ℓ／分） 146 151 155 160

61～80 81～100

164 169 173 177 181 186

26 27 28 29 3025

117 122

80 70

総　　 戸 　　数 １～３ ４～10 11～20 21～30

戸数 11

同時使用率（％） 100 90

総 　　戸　 　数 31～40 41～60

Ｑ（ℓ／分） 42 53 60 66

３ ４

13 14

8971 76 80 83 87

15

50

12

同時使用率（％） 65 60 55

②－１から求める同時使用水量の早見表

６ ７ ８ ９ 10５戸数 １ ２
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表２－６   給水用具給水負荷単位表

個人用 公共用及び事業用

Ｆ・Ｖ ６ 10

Ｆ・Ｔ ３ ５

Ｆ・Ｖ ５

Ｆ・Ｔ ３

洗 面 器 給水栓 １ ２

手 洗 器 〃 0.5 １

医 療 用 洗 面 器 〃 ３

事 務 室 用 流 し 〃 ３

台 所 流 し 〃 ３

料 理 場 流 し 〃 ２ ４

混合栓 ３

食 器 洗 流 し 給水栓 ５

連 合 流 し 給水栓 ３

洗 面 流 し 給水栓 ２ 　水栓１個につき

掃 除 用 流 し 〃 ３ ４

浴 槽 〃 ２ ４

シ ャ ワ ー 混合栓 ２ ４

浴 室 ユ ニ ッ ト ８ 　大便器（Ｆ・Ｖ）

６ 　大便器（Ｆ・Ｔ）

水 飲 み 器 １ ２ 　水飲水栓

湯 沸 か し 器 ２ 　ボールタップ

散 水 ・ 車 庫 給水栓 ５

（注）   給湯栓併用の場合は、１個の水栓に対する給水器具単位は上記の数量の３／４とする。

　　　　　　※　水道施設設計指針2012・P703・表－９．２．５より

給   水   用   具
給水用具給水負荷単位

備          考

大 便 器

　Ｆ・Ｖ＝洗浄弁
　Ｆ・Ｔ＝洗浄水槽

小 便 器

〃

②

①

同
時
使
用
水
量

ｌ/ｍｉｎ

給水器具単位数

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200
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※　水道施設設計指針2012・P702・図－９．２．１より

２．受水槽式給水の計画使用水量

　　受水槽給水における受水槽への給水量は、受水槽の容量と使用水量の時間的変化を考慮して定める。

　一般に受水槽への単位時間当たり給水量は、１日当たりの計画使用水量を使用時間で除した水量とす

　る。

  　計画１日使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・人員（表２－７）を参考にするとともに、

  当該施設の規模と内容、給水区域内における他の使用実態などを十分考慮して設定する。

　(1) 計画１日使用水量の算定には、次の方法がある。

　　①　使用人員から算出する場合

　　　　１人１日当たり使用水量（表２－７）×使用人員

　　②　使用人員が把握できない場合

　　　　単位床面積当たり使用水量（表２－７）×延床面積

　(2) 受水槽容量は、次の方法とする。

　　①　受水槽の有効容量の場合

　　②　高架水槽の有効容量の場合

図２－１  給水用具給水負荷単位による同時使用水量図

有効容量＝

有効容量＝

１日使用時間
計画１日使用水量

１日使用時間
計画１日使用水量

×４～６時間

×0.5～１時間

50 100 150 200

同
時
使
用
水
量

ｌ/ｍｉｎ

①フラッシュバルブを使用する場合

②普通水栓のみ使用する場合

①

②

400

360

320

240

200

160

120

40

0

80

280

400

360

320

240

200

160

120

40

0

80

280

100 2000 50 150
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表２－７  建物種類別単位給水量・使用時間・人員表

（注）①　単位給水量は設計対象給水量であり、年間１日平均給水量ではない。

 　　  ②　備考欄に特記のない限り、空調用水、冷凍機冷却水、実験、研究用水、プロセス用水、プール、サウ

             ナ用水などは別途加算する。

         ③　共同住宅の居住者数は、１戸（２DK）については3.5人とし、居室（台所・食堂を除く）の数が２

             を超える場合は、１室増すごとに0.5人を加算するものとする。ただし１戸が１居室のみで構成され

             る場合は、２人とすることができる。 

         ④　共同住宅、事務所等の給水量は、【計算例８】を参考に設定すること。

※　水道施設設計指針2012・P704・表－９．２．７より

常勤者分は別途加算

70～ 100ℓ／人

２～  ４ℓ／㎡

25～  40ℓ／㎡
0.2～ 0.3ℓ／人

10ℓ／1000人

３ℓ／1000人

10ℓ／人

25ℓ／人図 書 館 ６ 閲覧者１人当たり 0.4人／㎡

普 通 駅 16 乗降客1000人当たり
従業員分・多少のテナント分を
含む

寺 院 ・ 教 会 ２ 参会者１人当たり 常住者・常勤者分は別途加算

劇 場 ・ 映 画 館 14

タ ー ミ ナ ル 駅 16 乗降客1000人当たり 列車給水・洗車用水は別途加算

小 ・ 中
普 通 高 等 学 校

９ (生徒＋職員)１人当たり
教師・従業員分を含む
プール用水(40～100ℓ／人)は
別途加算

大 学 講 義 棟 ９ 延べ面積１㎡当たり 実験・研究用水を含む

同上
客室部のみ

延面積１㎡当たり
設備内容などにより詳細に検討
する

男子50ℓ／人・女子100ℓ／
人
社員食堂・シャワーなどは別途
加算

同上
定性的には、軽食・そば・和
食・洋食・中華の順に多い

同上

延べ面積１㎡当たり
入場者１人当たり

従業員分・空調用水を含む

店舗面積にはちゅ
う房面積を含む

 

備 　　　考

16

工 場 60～ 100ℓ／人
操業
時間
＋１

男子50ℓ／人・女子100ℓ／
人
社員食堂・テナントなどは別途
加算

在勤者１人当たり 0.2人／㎡

在勤者１人当たり
座作業0.3人／㎡
立作業0.1人／㎡

戸 建 て 住 宅
集 合 住 宅
独 身 寮

 

有効面積当たり
の 人 員 な ど

建 物 種 類
単位給水量

（１日当たり）

使用
時間

(ｈ／日)
注　　記

居住者１人当たり
居住者１人当たり
居住者１人当たり

0.16人／㎡
0.16人／㎡

200～ 400ℓ／人
200～ 350ℓ／人
400～ 600ℓ／人

10
15
10

ホ テ ル 全 体
ホ テ ル 客 室 部

500～6000ℓ／床
350～ 450ℓ／床

12
12

官公庁・事務所

保 養 所 500～ 800ℓ／人 10

60～ 100ℓ／人 ９

総 合 病 院

10
店舗面積にはちゅ
う房面積を含む

ちゅう房で使用される水量のみ
便所洗浄水などは別途加算

1500～3500ℓ／床
30～  60ℓ／㎡

デパート・スー
パーマーケット

15～  30ℓ／㎡ 10

給 食 セ ン タ ー

飲 食 店

社 員 食 堂
25～  50ℓ／食

80～ 140ℓ／食堂㎡
10

55～130ℓ／客
110～530ℓ／店舗㎡

10

喫 茶 店
20～  35ℓ／客

55～130ℓ／店舗㎡

延べ面積１㎡当たり 従業員分・空調用水を含む

ちゅう房で使用される水量のみ
便所洗浄水などは別途加算
定性的には、軽食・そば・和
食・洋食・中華の順に多い

20～  30ℓ／食 10 同上
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　　第５節　給水管の口径の決定

１．口径決定の手順

　(1) 給水管の口径は、配水管の計画最小動水圧において、計画使用水量を十分に供給できるもので、かつ

　　経済性も考慮した合理的な大きさにすること。

　(2) 水理計算にあたっては、計画条件に基づき、損失水頭、管口径、メーター口径等を算出すること。

　(3) メーター口径は、計画条件に基づき使用するメーターの使用流量基準の範囲内で決定すること。

　(4) 給水管内の流速は、2.0ｍ／sec以下とすることが望ましい。

　(5) 湯沸器などのように最低作動水圧を必要とする器具がある場合は、器具の取付部において３～５ｍ程

　　度の水頭を確保すること。

　(6) 口径は、給水用具の

　　立ち上がり高さと計画

　　使用水量に対する総損

　　失水頭を加えたものが、

　　配水管の水圧の水頭以

　　下となるように計算に

　　よって定めること。

※　水道施設設計指針2012・P705・図－９．２．３より

２．損失水頭

　　損失水頭には、管の流入、流出口における損失水頭、管の摩擦による損失水頭、メーター、給水用具類

　による損失水頭、管の曲がり、分岐、断面変化による損失水頭がある。これらのうち主なものは、管摩擦

   損失水頭、メーター及び給水用具類による損失水頭であって、その他のものは計算上省略する。

  (1) 給水管の摩擦損失水頭の計算は、口径50㎜以下の場合は東京都水道局実験式（Ｔ・Ｗ実験式）又は、

　  ウエストン公式により、口径75㎜以上の管についてはヘーゼン・ウィリアムス公式による。

　　①　東京都水道局実験式（Ｔ・Ｗ実験式）（口径50㎜以下の場合）

196．4ｄ2.72I0.56 （図２－３）

250ｄ0.27I0.56

　　　　ここに  Ｑ＝流量（ℓ／sec）

　　　　　　　　ｄ＝管内径（cm）

　　　　　　　　Ｉ＝動水勾配（ｈ／Ｌ）

　　　　　　　　ｈ＝長さＬに対する摩擦損失水頭（ｍ）

　　　　　　　　Ｖ＝管内流速（cm／sec）

Ｑ＝

Ｖ＝

図２－２　動水勾配線図

給水栓と配水管

の高低差(h')

有効水頭

余裕水頭

(h'＋Σh)＜Ｈ

Ｍ

計画最小動水圧

の水頭(Ｈ)

総損失水頭Σh
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　　②   ウエストン公式（口径50㎜以下の場合）（図２－４）

Ｌ

ｄ

　　　　ここに  ｈ＝管の摩擦損失水頭（m）

　　　　　　　　Ｖ＝管の平均流速（ｍ／sec）

　　　　　　　　Ｌ＝管の長さ（ｍ）

　　　　　　　　ｄ＝管の口径（ｍ）

　　　　　　　　ｇ＝重力の加速度（9.8ｍ／sec2）

　　　　　　　　Ｑ＝流量（㎥／sec）

　　③   ヘーゼン・ウィリアムス公式（口径75㎜以上の場合）（図２－５）

0.84935ＣＲ0.63Ｉ0.54

　 　　　　　給水管の場合はＲ＝ｄ／４であるから

0.35464Ｃｄ0.63Ｉ0.54

　　　　ここに  Ｖ＝平均流速（ｍ／sec）  ｄ＝管内径（ｍ）

　　　　　　　　Ｃ＝流速係数             Ｒ＝径深（ｍ）

　　　　　　　　Ｉ＝動水勾配（ｈ／Ｌ）

　　　　　　　　ｈ＝長さＬに対する摩擦損失水頭（ｍ）

　　　　　　　　Ｑ＝管内流量（㎥／sec）  Ｌ＝管の延長（ｍ）

0.27853Ｃｄ2.63Ｉ0.54

1.6258Ｃ－0.38Ｑ0.38Ｉ－0.205

10.666Ｃ－1.85ｄ－4.87Ｑ1.85

Ｖ＝

Ｖ＝

Ｑ＝
πｄ2

４
Ｖ

Ｖ2

２ｇ
・ｈ＝ （0.0126＋

0.01739－0.1087Ｄ
√Ｖ

）・

４

ｄ＝

Ｉ＝

           Ｑ＝ＡＶより Ｑ＝
πｄ2

Ｖ

Ｑ＝
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図２－４ 　ウエストン公式による給水管の流量図

図２－３　東京都水道局実験式による給水管の流量図
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図２－４ 　ウエストン公式による給水管の流量図

図２－５ 　ヘーゼン・ウィリアムス公式による給水管の流量図

流
量
Ｑ
（
l
/s
）

動水勾配‰

ヘーゼン・ウィリアムス公式図表
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３．各種給水器具類の損失水頭の直管換算長

　　直管換算長とは、給水器具類、メーター、管継手部等による損失水頭が、これと同口径の直管の何

　メートル分の損失水頭に相当するのか直管の長さで表したものをいい、算定換算したものは表２－８

　のとおりである。これにより給水装置の損失水頭はすべて距離（直管の長さ）で表される。

表２－８  各種給水器具類の損失水頭の直管換算長

４．給水管の管径均等数

　　給水装置において、配水支管及び既設給水管より分岐可能な数を知るには、実情に適応した計算に

　よって決定すべきであるが、大管に相当する、小管数や分岐数を参考として推測する場合は次の略計

　算式及びその管径均等表を用いるのが便利である。

　　　　　　　Ｎ＝（Ｄ／ｄ）5/2

　　　Ｎ＝分岐管の数（均等管数）   Ｄ＝大管の直径（主管径）  ｄ＝分岐管の直径

表２－９  管径均等表

150 452.00 154.00 88.18 27.27 15.58 5.65 2.75 1.00

100 164.50 55.90 32.00 7.89 5.65 2.05 1.00

75 79.97 27.23 15.59 4.80 2.75 1.00

50 29.00 9.88 5.65 1.75 1.00

40 15.59 5.65 3.23 1.00

25 5.10 1.75 1.00

20 2.89 1.00

13 1.00

75 100 150
水せんmm

主管径
　　mm

分岐管または

13 20 25 40 50

φ75 φ100

名 称

サ ド ル 分 水 栓 2.00 2.00 3.00

口 径

φ13 φ20 φ25 φ40 φ50

割 丁 字 管 2.10 3.00 4.50

甲 止 水 栓 4.50 6.00 7.50 13.50 16.50

ボール式止水栓 1.20 1.60 2.00 3.10 4.00 5.70 7.60

24.00

メ ー タ ー 4.00 11.00 15.00 26.00 35.00 30.00

ボ ー ル タ ッ プ 4.50 6.00 7.50 13.50 16.50 24.00

Ｇ　　　Ｖ 0.12 0.15 0.18 0.30 0.39

給 水 栓 3.00 8.00 8.00

定 水 位 弁 6.00 13.00

3.00

ﾘﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ(止水栓) 3.00 8.00 10.00 25.00 30.00

異 径 継 手 管 0.60 0.75 0.90 1.50 2.10

25.00

Ｙストレーナー 3.34 4.37 5.85 8.25 14.11 21.62

29.00 30.00 36.00

9.79

0.63 0.81

40.00
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５．メーター口径の決定

　　メーター口径決定にあたっては、設置水栓数に対する同時使用水栓数及び同時使用水量、１日使用水量

　あるいは使用目的等を考慮して次のように定めるものとする。

　(1) 25㎜以下のメーターの場合

　　　25㎜以下のメーターを設置する場合は、次のことを考慮して下表のとおりとする。

　　①　水栓設置数に対する同時使用水栓数が基準の同時使用水栓数以上となる場合は、その使用水栓数に

　　　応じたメーターを設置するものとする。 

　　②　同時使用水栓数に対する同時使用水量が基準の同時使用水量以上となる場合は、その水量に応じた

　　　メーターを設置するものとする。 

　　③　ガス湯沸器の先止式を使用する場合 （給湯配管で水栓２個以上） は口径20㎜以上のメーターを設

　　　置するものとする。

　　表２－10　同時使用水栓数及び同時使用水量における適正メーター口径

　（注）①　使用量の少ない衛生水栓、瞬間ガス湯沸器（４号、５号タイプ）、太陽熱温水器は水栓設置数

　　　　　に加算しない。また散水栓は数個設置しても１個とみなす。

　　　　②　ボールタップ（水洗トイレ等）は水栓１個とみなす。

　　　　③　20㎜及び25㎜の水栓を使用する場合は、表２－３の標準使用水量により、換算するものとす

　　　　　る。

11～15個

20 1,500 38 ３ 24～36 ６～10個

25 2,000 50 ４ 36～48

水　　　栓
設　置　数

（水栓13mm）

13 1,000 25
１ 12 １個

２ 12～24 ２～５個

メ ー タ ー
口　　　径
（mm）

メーターの
検 定 大 流

（㍑／時間）

一　分　間
量 大 流 量
（㍑／分）

同 時 使 用
水　栓　数

（個）

同　　　時
使 用 水 量
（㍑／分）
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　(2) 40㎜以上のメーターの場合

　　　40㎜以上のメーターを設置する場合は、次のことを考慮して下表のとおりとする。

　　①　水栓設置数に対する同時使用水栓数が基準の同時使用水栓数以上となる場合は、その使用水栓

　　　数に応じたメーターを設置するものとする。 

　　②　同時使用水栓数に対する同時使用水量が基準の同時使用水量以上となる場合は、その水量に応

　　　じたメーターを設置するものとする。 

　(3) 受水槽式給水方式に設置するメーターの場合

　  　受水槽式給水方式にメーターを設置する場合は、１日使用水量を考慮して表２－14に基づき選定

　　すること。

表２－11  メーターの使用流量基準

※　水道施設設計指針2012・P743・表－９．４．２より

1080

200   13 ～ 156 260 　　　 390 585 936 1872

150  7.5 ～ 90 150 　　　 225 335 540

360

100    4 ～ 48 80 　　　 120 180 288 576

75  2.5 ～ 30 50 　　　　75 112 180

50 1.25 ～ 15 25 　　　　37 56 90 180

40  0.4 ～ 6.5  9 12 ～ 16 28 44

25 0.23 ～ 2.5  4  4 ～6.3 11 18 30 260

80 700

100

20  0.2 ～ 1.6    2.5 3 ～ 4 7 12 20 170

５時間 10時間 24時間

13  0.1 ～ 1    1.5 1.5～2.5 4.5 7 12

650

14.0

図２－６  時間当たり標準使用範囲表

メ ー タ ー口
径（mm）

適正使用
流量範囲

（㎥／ｈ）

一時的最大許容流量（㎥ ／ｈ）
一日最大使用水量（㎥／日）

月間使用水量

１日の使用時間合計

１時間／日以内使用

80 90 120 220 390 55017.5 25.0 30 37 50 75

瞬時的使用 （㎥ ／ 月）

0.6 1.2 2.5 4.0 7.5 13.0

11.7 16.7 25.0

6.0 7.5

ℓ／min 1.7 2.5 3.3 8.3

0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.3

66.7 83.3 100.0 125.033.3 38.3 50.0

接線流

羽根車式

流
 

量

㎥／ｈ 0.10 0.15 0.2 3.0 4.0 5.0

25

20

13

200

150

100

70

50

40

軸流羽根車式

(たて型ウォルトマン)

流 量 ㎥／ｈ
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６．仕切弁及び止水栓の設置

　　仕切弁及び止水栓は、操作、修理等の維持管理に支障をきたさないよう考慮し、次に掲げるところに

　より設置すること。

　(1)  メーター上流側にメーター直結止水栓（ボール式、伸縮式、蝶ハンドル、ハンドル脱着式）を設置

　　すること。

　(2)  原則として、メーターは官民境界から2ｍ以内に設置すること。

　(3)  三差路等の道路を縦横断する場合は、道路と道路の境界にソフトシール仕切弁又は、青銅製ソフト

　　型仕切弁を設置すること。

　(4)  仕切弁及び止水栓を設置する場合は、スピンドルが垂直となるよう取り付け、開閉キーによる操作

　　に支障のない場所とすること。

　(5)  仕切弁及び止水栓の標準設置箇所は、①を標準図とする。②～⑥については、管理者との協議によ

　　り適用可能とする。この他による場合は管理者との協議により可否判定するものとする。

　　①　メーターを官民境界から2ｍ以内に設置する場合。

　　　・民地に一次止水（ソフトシール仕切弁または青銅製ソフト型仕切弁）を設置すること。この場合、

　　　一次止水のBOXはML型とする。樹脂製品は不可。　　　

　　　・やむを得ず一次止水を公道上に設置する場合は、BOXは積み上げ式のものとし、ML型の鉄蓋は

　　　不可とする（車等の振動により鉄蓋が飛ばされる可能性があるため）

　　②　メーターを官民境界から2ｍ以内に設置できない場合。

　　　・官民境界から１ｍ以内に一次止水（ソフトシール仕切弁または青銅製ソフト型仕切弁）を設置す

　　　ること。この場合、一次止水のBOXはML型とすること。樹脂製品は不可。　

　　　・やむを得ず一次止水を公道上に設置する場合は、BOXは積み上げ式のものとし、ML型の鉄蓋は

　　　不可とする（車等の振動により鉄蓋が飛ばされる可能性があるため）

官
民
境
界

配
水
支
管

2ｍ以内

図２－７

ソフトシール仕切弁又は

青銅製ソフト型仕切弁

官
民
境
界

配
水
支
管

１ｍ以内

図２－８

ソフトシール仕切弁又は

青銅製ソフト型仕切弁
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　　③　分岐部から官民境界まで5ｍ以上ある場合

　　　・分岐箇所に一次止水（ソフトシール仕切弁または青銅製ソフト型仕切弁）を設置すること。この

　　　場合、BOXは積み上げ式のものとし、ML型の鉄蓋は不可とする（車等の振動により鉄蓋が飛ばさ

　　　れる可能性があるため）

　　④　三差路の道路を縦横断する場合。

　　　・道路と道路の境界にソフトシール仕切弁または青銅製ソフト型仕切弁を設置すること。この場合、

　　　BOXは積み上げ式のものとし、ML型の鉄蓋は不可とする（車等の振動により鉄蓋が飛ばされる可

　　　能性があるため）

官
民
境
界

2ｍ以内

図２－９

配
水
支
管

5ｍ以上

車 道

配
水
支
管 図２－10

ソフトシール仕切弁又は

青銅製ソフト型仕切弁

ソフトシール仕切弁又は

青銅製ソフト型仕切弁
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　　⑤　縦断方向に布設し、分岐箇所と引込位置が離れている場合。

　　　・分岐箇所にソフトシール仕切弁または青銅製ソフト型仕切弁を設置すること。この場合、BOXは

　　　積み上げ式のものとし、ML型の鉄蓋は不可とする（車等の振動により鉄蓋が飛ばされる可能性があ

　　　るため）

　　⑥　道路と宅地の高低差が大きく埋設が困難な場合。

　　　・道路部分にソフトシール仕切弁または青銅製ソフト型仕切弁を設置すること。この場合、BOXは

　　　積み上げ式のものとし、ML型の鉄蓋は不可とする（車等の振動により鉄蓋が飛ばされる可能性があ

　　　るため）

図２－12

配水支管

ラッキング

（ＰＥ管）

ソフトシール仕切弁又は

青銅製ソフト型仕切弁

図２－11

配水支管

ソフトシール仕切弁又は

青銅製ソフト型仕切弁
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　　第１節　構　　　　造

１．構　　　造

　(1) 給水装置は、水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は

　　漏れるおそれがないものであること。（政令第５条第１項第４号）

　(2) 給水装置の構造・材質および配管方法は地震時の変位にも対応できるようにすること。

　(3) 給水管の口径は、その用途の所要水量および同時使用率を考慮して、当該給水装置による水の使

　　用量に比し、著しく過大でない範囲で定めなければならない。

　(4) 凍結、浸食、汚染等を防止するための適当な措置を講じること。

　(5) 家屋の主配管経路は、構造物の下を避けること等により漏水時の修理など維持管理が容易に行え

　　るようにしなければならない。

　(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはならない。

　(7) 別個のメーターで計量されている給水装置は、相互連絡をしてはならない。

　(8) 給水装置は逆流防止、水撃防止及び停滞水が生じないような、危険防止の措置を講じること。

　(9) 給水管中に空気が停滞するおそれがある箇所には、排気装置を設けるものとする。

　　第２節　給水装置の材料及び器具

１．材料及び器具

　　給水装置に使用する材料及び器具は、政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合

　するものでなければならない。ただし、配水支管の分岐部よりメーターまでの間は、別途管理者が指

　定する。

２．構造及び材質の基準

　　政令第５条第２項に基づく、給水装置の構造及び材質の基準の技術的細目に関する厚生省令第14号

　（以下「省令」という。）の主な内容は、下記のとおり。

　(1) 耐圧に関する基準（省令第１条）

　　①　給水管及び給水用具に一定の静水圧を加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常が認めら

　　　れないこと。

　　②　給水管や継手の構造及び材質に応じた適切な接合が行われていること。

　(2) 浸出等に関する基準（省令第２条）

　　①　給水管や水栓等からの金属等の浸出が一定値以下であること。

　　②　水が停滞しない構造となっていること。　

　(3) 水撃限界に関する基準（省令第３条）

　　　水撃等の急閉止により、1.5MPaを超える著しい水撃圧が発生しないこと。

　　　又は、水撃圧を緩和する器具を設置すること。

　(4) 防食に関する基準（省令第４条）

　　　酸、アルカリ、漏えい電流により浸食されない材質となっていること。又は、防食材や絶縁材で

　　被覆すること。

　(5) 逆流防止に関する基準（省令第５条）

　　①　逆止弁は、低水圧（３KPa）時にも高水圧（1.5MPa）時にも水の逆流を防止できること。

　　②　給水する箇所には逆止弁等を設置するか、又は水受け部との間に一定の空間を確保すること。
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　(6) 耐寒に関する基準（省令第６条）

　　　低温（－20℃）に暴露された後でも、当初の性能が維持されていること。

　(7) 耐久に関する基準（省令第７条）

　　　弁類は、10万回繰り返し作動した後でも、当初の性能が維持されていること。

３．基準適合の証明方法

　(1) 自 己 認 証

　　　製造業者等が自ら又は製品試験機関に委託して得たデータ、作成した資料等によって証明する方

　　法。

　　　自己認証の具体例としては、製造業者等が性能基準適合品であることを示す自社検査証印等の標

　　示を製品等に行うこと。又は、製品が設計段階で政令に定める性能基準を満たすものとなることを

　　示す試験証明書及び製品品質の安全性を示す証明書（一例として、ISO（国際標準化機構）9000

　　シリーズの規格への適合証明書）を製品の種類ごとに指定工事業者等に提示すること等がある。

　(2) 第三者認証

　　　製造業者等の契約により、中立的な第三者機関が製品試験、工場検査等を行い基準に適合してい

　　るものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの標示を認める方法。

　　　第三者認証機関としては、現在、下記５機関がある。

　　①　㈳日本水道協会品質認証センター

　　　　㈳日本水道協会の認証には基本基準適合品（基本基準７項目）と基本基準７項目に他の性能を

　　　付加した規格（JWWA規格等）に適合した特別基準適合品がある。

　　②　㈶日本ガス機器検査協会

　　③　㈶電気安全環境研究所

　　④　㈶日本燃焼器具検査協会

　　⑤　㈱ユーエル　エーペックス（ULApex）

　(3) そ  の  他

　　①　日本工業規格（JIS）

　　　　日本工業技術院が規格制定したもので、JIS3200シリーズの試験方法に合格したもの。

　　②　管理者承認品

　　　　由布市水道事業管理者が使用承認したもので(社)日本水道協会の検査に合格したもの。

認証マーク

 共通認証マーク  使用例  使用例

 使用例  使用例  使用例

※　水道施設設計指針2012・P698・図－９．１．７より

水滴と波紋は、清水から広がるよ

り豊かな未来を表現しています。

(株)ユーエルエーペックス（ＵＬＡpex）

基本基準適合

特別基準適合

(社)日本水道協会品質認証センター

(財)日本ガス機器検査協会
(財)電気安全環境研究所
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４．指定給水用材質・器材

管理者が指定する給水管並びに給水用具の構造及び材質は以下のとおりである。

※　道路管理者の掘削許可又は、占用許可に係る特記条件がある場合を除く。

第１止水栓及び市のメーターまでの給水装置材質表

弁栓類

塩化ビニル管 JIS K6742

13㎜から40㎜まで

※接着剤を使用しての接続は不可。
伸縮可とう・離脱防止機能の耐食金
属継手を使用すること。
管理者との協議による。

JWWA K116鋼管

鋳鉄管

弁

伸縮式甲型止水栓

GX形ソフトシール仕切弁
(受口挿口、両受口)

青銅製仕切弁(10K、ソフトシール)

逆止弁

※やむを得ない露出配管部のみ可。
管理者との協議による。

75㎜以上

水道用ダクタイル鋳鉄異形管GX形

15A～50Aまで
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼
管SGP(VA・VB・VD)

水道用ライニング鋼管継手

ダクタイル鋳鉄管GX形

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
管

JWWA K150

JWWA G120

JWWA G121

管類

50㎜以上水道配水用ポリエチレン管

水道配水用ポリエチレン管継手

ポリエチレン管 水道用ポリエチレン二層管 13㎜から40㎜まで

水道用ポリエチレン管金属継手

JIS K6762

JWWA B116

JWWA K144

JWWA K145

種別 摘要品名分類 規格番号等

管理者の指定す
るもの

メーター２次側に設置

栓類

JWWA B120

管理者の指定す
るもの

管理者の指定す
るもの

コマ式、丸ハンドル、ハンドル着脱式
※令和５年４月１日から令和６年３月３
１日までは移行期間とし使用可。令和６
年４月１日申請分から使用不可。

内面粉体塗装・外面耐食塗装
※庄内・湯布院(右閉)
　挾間(左閉)

丸ハンドルタイプ

PTC B22
内面外面粉体塗装
※庄内・湯布院(右閉)
　挾間(左閉)

水道配水用ポリエチレン管ソフト
シール仕切弁(両挿口)

地下式消火栓 JWWA B103

ボール式補修弁(レバー式) JWWA B126 消火栓、空気弁の下部に設置

分岐管口径　13㎜から25㎜までサドル分水栓(ボール式) JWWA B117

伸縮式ボール止水栓
管理者の指定す
るもの

ボール式、蝶ハンドル、ハンドル着脱式
※令和５年４月１日から令和６年３月３
１日までは移行期間。令和６年４月１日
申請分からは、全てボール式を使用する
こと。

不断水分岐割丁字管 分岐管口径　40㎜以上
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※参考　指定給水用材質・器材　　メーカー指定はないが同等品を使用すること。

ソフトシール仕切弁（鋳鉄管用） ソフトシール仕切弁（ポリ管用） ボール式補修弁

止水弁鉄蓋（道路上設置時）仕切弁鉄蓋(方向・口径表示付き)

地下式消火栓

青銅製ソフト仕切弁

（消火栓や空気弁の下部に設置し、不良
時の取替を容易にするため設置を義務付
けるもの）

(50㎜以上　フランジタイプは使用しない)(75㎜以上　フランジタイプは使用しない)

逆止弁(ユニオン×伸縮継手)

(メーター取替の際の逆流を防ぐた
めにメーター2次側への設置を義務
付けるもの。）

(一次止水弁として使用)

止水弁鉄蓋[ML型](民地設置時)

※メーター直結止水栓は、コマ式からボール式に変更する。令和５年４月１日～令和６年３月３１
日までを移行期間とし、令和６年４月１日申請分からは、全てボール式とする。

伸縮式ボール止水栓

（蝶ハンドル、着脱式）

R6.4.1申請分より使用不可

給水管に使用。内径φ200。
管径13㎜～40㎜。下部はVU管で
問題ない。

給水管に使用。内径φ200。
管径13㎜～40㎜。下部はﾚｼﾞｺﾝ
製のBOXを使用すること。

給・配水管に使用。内径φ250。
管径50㎜以上。下部はﾚｼﾞｺﾝ製の
BOX使用すること。

伸縮式甲型止水栓

(コマ式、丸ハンドル、着脱式)
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　　第１節　給水装置工事の申し込み手順

　給水装置工事の申込手順は（表４－１）のとおりとする。

　　第２節　工事申し込み申請・工事完成届

１．工事申し込み受付

　　指定給水装置工事事業者は、給水装置工事申し込みに必要な書類（表４－２）が整えば、水道課工

　務係、湯布院・挾間振興局地域整備課水道係のいずれかの受付窓口に提出すること。

２．給水装置設置承認書・納入通知書の発行

　　水道課工務係は、給水装置工事申し込みの受付後必要に応じ現地調査等を行い、関係法令等に基づ

　く設計審査の結果、適正なものに給水装置設置承認書及び水道加入負担金、審査等手数料の納付書を

　発行する。なお、申込書類に不備があれば、設計審査担当者が電話連絡を行うので速やかに指摘事項

　について修正を行うこと。

　(1)  給水装置設置承認書・水道加入負担金、審査等手数料納付書の受取

　　   給水装置設置承認書・水道加入負担金、審査等手数料納付書の発行後、電話連絡を行うので、水

　　道課若しくは地域整備課水道係に受取に来ること。加入負担金及び手数料は表４－３に示すとおり。

　(2) 納　　付

　　　指定給水装置工事事業者は、水道課が発行した水道加入負担金、審査等手数料納付書を責任をも

　　って申込者に渡すこと。

　　　なお、納金確認後に工事着手、メーターの貸し出しとなる為、早めの納付を申し伝えること。

　(3) 工事写真

　　　写真の撮影・管理については、次の事項に注意し、写真管理チェックシートに基づき行うこと。

　　①　工事場所を明確にするため目標となる背景を入れること。

　　②　配管状況及び埋設深度を撮影する場合は、スタッフを管の上面に垂直にたて、横の標的は水平

　　　にしてスタッフの目盛りがわかるようにすること。また、配管の位置が確認できるよう側溝等道

　　　路構造物や道路境界などを目標にスタッフにて計測した写真を撮影すること。

　　③　写真を整理する際に、写真の横に工種等を記載すること。また配水管や給水管の布設状況が分

　　　かる写真には、写真の横に管種や口径等を記載すること。

　　④　既設の引込み管がある場合でも、引込み管からメーターまでの配管状況が分かる写真を撮影す

　　　ること。

３．道路等の掘削占用並びに道路使用許可手続き

　(1) 国・県道

　　　水道課は、給水装置申請の審査と並行して関係各庁に道路占用許可申請を行うものとする。

　(2) 市道・里道及び水路、河川等

　　　指定給水装置工事事業者が必要に応じて関係官庁等に占用許可申請を行うこと。

　(3) 道路使用許可申請

　　　指定給水装置工事事業者は、占用許可受領後、関係警察署に道路使用許可申請を行い、各々許可

　　受領後分岐工事を行うものとする。

４．設計変更

　　指定給水装置工事事業者は、設計変更（配水管及び水栓の位置変更等を含む）をする場合は、工事

　着手前に水道課工務係に設計変更の申し込みを行い承認を受け、処理について水道課工務係の指示に

　従うものとする。

５．工事完成届

　　給水装置工事完成後、速やかに「給水装置新設（改造・修繕・撤去）工事完成届」を提出するこ

　と。水道を使用する場合は、併せて水道使用開始届を提出すること。
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表４－１

※市道は占用申請不要。里道等

法定外公共物は、建設課に要確認。

給水装置工事の申し込み手順

※占用許可までに最低3週
間はかかるので余裕を持っ
た申請を心掛けること。

水道課工務係若しくは地域整備課水道係

発 注 受 注

国 ・ 県 道 道 路 占 用 許 可 申 請

受 付

基 本 調 査

給水装置工事申請
書類作成・提出

道 路 占 用 許 可 申 請 書 作 成 受 領

※国・県道は、水道事業管
理者名で申請するため水道
課工務係若しくは地域整備
課水道係に提出すること。

※受付は、水道課工務係若しくは各地域整備課水道係で行う
が、審査は水道課工務係でのみ実施する。地域整備課から水道
課に送致するタイムラグが生じるため急ぎの案件は水道課にて
直接申請を行うとよい。なお、審査日数は１週間程度かかるの
で余裕を持った申請を心掛けること。
※申し込み頻度の少ない30㎜以上のメーターについては、検定
満期用に加えて若干数しか在庫を確保していない。申込後に発
注をかけて納入されるまで2ヶ月程度の期間を有するため余裕
を持った申請を行うこと。

受 領

メ ー タ ー 貸 出

申込者 給水装置工事事業者

道 路 使 用 許 可 申 請 ・ 許 可

道路通行制限(禁止)許可申請・許可

受 領

納 付 工 事 着 手

※第2章第２節第１項
　基本調査参照

工 事 完 了

給水装置工事完了
書類作成・提出

※申請時に不断水割丁字管（分岐管口径40㎜以
上）による分岐の場合は、給水管取付工事立会
い申請書も提出すること。

※完了確認は、書類審査のみとする（開発案件を除く）。図面は管路、管
種、口径、延長等明確にするとともに既存配水管の位置関係が分かるよう
に作成すること。また、写真もできる限り遠景、近景を撮影しわかりやす
いように心掛けること。

給 水 管 取 付 工 事

給 水 管 取 付 工 事 日 程 調 整

※メーターの貸し出しは、納金確認後とする。入金の消込処
理が済んでいない場合は、納付書の領収済印が確認できれば
良い。貸出先は以下のとおり。
　庄内地域→水道課工務係
　湯布院地域→湯布院地域整備課
　挾間地域→挾間浄水場

受 付

給 水 管 取 付 工 事 立 会

※サドル分水栓（分岐管口径
13㎜～25㎜）による分岐の
場合は、立会を省略可能とす
る。
　穿孔機取付状況、穿孔作業
状況、コア挿入作業状況、穿
孔完了状況（穿孔片、水が出
ている様子）について、写真
管理すること。

道 路 占 用 許 可 書 受 領道 路 占 用 許 可 書 受 領

審 査

承 認

受 付

納付書発行

(納付書)

経 由 ※電話連絡。後日、水

道課若しくは地域整備

課水道係で受領。

※電話連絡。後日、水

道課若しくは地域整備

課水道係で受領。

※３日前までに電話連絡

すること。

省略可
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　　第３節　必 要 書 類

　給水装置工事の申し込みには、次のように各種の書類を必要とするので、関係法令を熟知し、間違いの

ないようにすること。なお、記入については、次の事項を十分注意すること。

(1) 申込者の署名が必要な箇所は必ず自筆のこと。法人等の場合は、ゴム印等でも可とする。電話番号は、

　日中連絡が取れる番号を記入してもらうこと。

１．給水装置（新設・改造・修繕・メーター移設・給水引込）申込・承認申請・工事設計審査申込書

　　記入については、特に申込書、利害関係人同意書（土地所有者承諾・家屋所有者承諾・土地通過承諾

　・給水管分岐承諾）は、将来所有権等紛争が生じる恐れがあるので十分注意すること。

※添付書類（一部、申込書裏面に記載可）

位置図、使用材料一覧（メーターまで）、現地写真、平面図（配置図）、掘削断面図、横断図、

舗装復旧図

２．道路占用許可申請書

　　給水管を国道及び県道に布設する場合は、由布市水道事業管理者名で占用申請するため、次の書類を

　提出すること。

（必要部数）

３．給水装置所有者変更届

　　給水装置の所有権が変更されたときに使用する書類で、相続や土地家屋を購入等した場合必要である。

　特に購入等した家屋を取り壊してその場所に新築する場合は、分担金に関係するので記入については十

　分注意すること。

４．その他必要書類

　(1) 受水槽を設置する場合は、「受水槽容量計算書」と「簡易専用水道設置届」又は「小規模貯水槽水

　　道設置届」が必要である。

  (2) その他由布市水道事業管理者が必要と認める書類。

国道 県道

位 置 図 ４ ４

位 置 図 （ １ ／ ５ ０ , ０ ０ ０ ） ４ ４

平 面 図 ・ 断 面 図 （ 復 旧 断 面 含 む ） ４ ４

工事完了後、工事写真（舗装復旧含む） ２ ２

安 全 対 策 図 ４ ４

現 況 写 真 ４ ４
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表４－２

提 出 時 期

1 書類提出時

3 申込書提出時

4 申込書提出時

5 申込書提出時

7 申込書提出時

8 申込書提出時

9 申込書提出時

11 事案発生時

12 事案発生時

表４－３

新規加入負担金(消費税及び地方消費税を含む) 手数料

※既設給水装置の増径に係る新規加入負担金は、当該新規加入金の額から増径前のメーター口径に

係る新規加入負担金を控除した額とする。既設給水装置を減径する場合は、加入負担金の差額は還

付しない。

家屋の建て替え等で分担金の権利を引き継ぐと
き。または、給水装置のすべてを永久に使用せ
ず、分担金の権利を放棄するとき。

国・県道の分岐工事がある場合

受水槽を設置するとき

受水槽を設置するとき

４０㎜

設計審査手数料

竣工検査手数料

１，５００円

１，５００円

３４１，０００円

工事が完成したとき

水道の使用を開始するとき

不断水割丁字管にて給水管取付工事を行うとき
※電話にて日程調整を行う。

給水装置工事承認後、申し込みを取り消すとき

給水装置の所有者が変更する場合

道 路 占 用 許 可 申 請 書 類

給水装置（撤去）申込・承認申請・工事設計
審査申込書、給水装置廃止届

給 水 装 置 所 有 者 変 更 届

水 道 使 用 開 始 届

給 水 装 置 工 事 完 了 届

給 水 管 取 付 工 事 立 会 い 申 請 書

給 水 装 置 工 事 中 止 届

書 類 提 出 用 チ ェ ッ ク シ ー ト 給水装置工事の申請書類の確認

給水装置平面図（配置図）・掘削断面図・横
断図・舗装復旧図

貯 水 槽 水 道 設 置 届

受 水 槽 容 量 算 定 書

給水装置申込書の添付書類
※新築の場合は、量水器二次側の配管図も添付
すること。改造・移設等で二次側配管を施工し
ない場合は、量水器二次側の配管図の添付は省
略可とする。

申込者が意思表示するもの
（給水装置工事事業者が給水装置工事を施工す
る場合）

給水装置申込書の添付書類、位置確認ができるもの

給水装置申込書の添付書類、メーターまでの使用材料

現 地 写 真

給水装置申込書の添付書類、配水管からメー
ター設置箇所までの現況写真。配水管路、給水
管埋設予定箇所、メーター設置箇所を朱書きで
明示すること。なお、引込管がある場合におい
ても添付は必須とする。

13 申込書提出時

必 　　要　 　書 　　類

14
工事完成後
２週間以内

10 申込書提出時

6 申込書提出時

2 申込書提出時

書    類    の    名    称

給水装置（新設・改造・修繕・メーター移設・給水
引込）申込・承認申請・工事設計審査申込書

位 置 図

使 用 材 料 一 覧 表

用                          途

１００㎜

１５０㎜

管理者が定める額

16

メーター口径 新規加入負担金

１３㎜

２０㎜

１１０，０００円

２２０，０００円

５５０，０００円

１，２１０，０００円

２，３１０，０００円

２５㎜

３０㎜

５０㎜

15 写 真 管 理 チ ェ ッ ク シ ー ト 工事が完成したとき
給水装置完了
届に添付

７５㎜

給水装置完了届
提出時もしく
は、事案発生時
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　　第４節　臨 時 給 水

１．臨時給水の申し込み手続き

　　通常の工事申し込み手続きを行うこと。（申し込み手順は表４－１参照）　臨時使用後は、給水管分

　岐箇所で閉止作業を行うこと。閉止作業後、メーターとメーターBOXの返却及び施工状況が確認できる

　写真を提出すること。閉止作業の確認後、申込者へ加入負担金の還付処理を行うのでその旨申込者へ申

　し伝えること。なお、臨時給水においては、量水器二次側への逆止弁の設置は義務付けない。

２．維持管理

　　臨時給水の場合、分岐箇所から蛇口までの給水装置の維持管理は、申込者で行う必要があるのでその

　旨申込者へ申し伝えること。

　　第５節　分担金の算定方法

　給水装置を新設し、又はメーター口径を増径する者からメーター口径の区分に従い、条例に定める額又

は、その差額を徴収する。

　この算定方式は、次のとおりとする。
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１．新設の場合

　(1) 直結式給水、受水槽式給水及び直結給水と受水槽式給水を併用する場合

　　　※　例１・２・３のいずれの場合も、それぞれのメーター口径に係る分担金を徴収する。

　(2) １個のメーターで２戸以上が使用する場合

　(3) 同一敷地内で既設給水装置のメーター上流より分岐して新設する場合

　※例５の場合は、新設メーター口径13㎜に係る分担金を徴収する。

配水支管

直結式給水

（例１）

配水支管

受水槽式給水

（例２）

高架水槽

受水槽 Ｐ

配水支管

直結式給水＋受水槽式給水

（例３）

高架水槽

受水槽 Ｐ

配水支管

25㎜

（例４）

※ 例４の場合は、メーター口径

25㎜に係る分担金を徴収する。

配水支管

20㎜ 13㎜

（例５）

20㎜ 25㎜ 25㎜
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２．改造の場合

　(1) 同一敷地内で家屋を建て替える場合

　　①　既設の引込管を利用する場合

　　　※　例６の場合は、メーター口径を増径

　　　　しないので、分担金は徴収しない。

　　②　引込替えをする場合

　　　　メーター口径を変更しなければ、分担金は

      徴収しないが、メーター口径を増径する場合

      差額を徴収する。既設の引込み管は配水管分

　　　岐部で撤去すること。(サドル分水栓閉止)

　　　※　例７の場合は、新設メーター口径

　　　　20㎜に係る分担金の額と撤去する既設

　　　　メーター口径13㎜に係る分担金の額と

　　　　の差額を徴収する。

　(2) 同一敷地内に２個以上のメーターが設置されているものを１個のメーターに統合する場合

　　　統合後のメーター口径に係る分担金の額が、統合前の各メーター口径に係る分担金の額の合計額

　　を超える場合は、その差額を徴収する。既設の引込み管は配水管分岐部で撤去すること。

　　　※　例８の場合は、統合後のメーター口径25㎜に係る分担金の額と統合前のメーター口径13㎜

　　　　に係る分担金の額の２個分の合計額との差額を徴収する。

（例 ８）

配水管 配水支管
25㎜

撤去 13㎜

撤去 13㎜

配水支管

（例６）

新 設

撤

去

配水支管

（例７）

新 設

撤

去

13㎜ 20㎜
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　(3)１個のメーターで同一敷地内の２戸以上が使用しているものを各戸メーターに替える場合

　　　切替後の各戸のメーター口径ごとに計算した分担金の額が、切替前の既設メーター口径に係る分

　　担金の額を超える場合は、その差額を徴収する。

　　　※　例９の場合は、切替後のメーター口径20㎜に係る分担金の額の２個分の合計額と切替前の

　　　　　メーター口径25㎜に係る分担金の額との差額を徴収する。

　 　既設メーターとの新設メーターの差額を還付しない。

　(4) 同一敷地内で２個以上の既設給水装置を撤去し、給水装置を新設する場合

　　　新設メーター口径に係る分担金の額が撤去メーター口径に係る分担金の額の合計額を超える場合

　　は、その差額を徴収する。

　　　※　設例10の場合は、新設メーター口径40㎜に係る分担金の額と撤去メーター口径13㎜及び

　　　　20㎜に係る分担金の額の合計額との差額を徴収する。

配水支管

（例 ９）

新設 20㎜

新設 20㎜

撤去 25㎜

配水管

（設例 10）

撤去 13㎜

新設 40㎜

配水支管

撤去 20㎜
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３．その他の場合

　(1) 工事施工中に口径変更が生じた場合

　　　変更後の口径による分担金とし、還付又は追徴する。

　(2) 既設メーター口径を減径する場合

　　　既設給水装置を減径する場合は、同時使用率等を考慮し、所要水量に支障がなければメーター

　　口径も含め減径工事は認める。ただし、分担金は還付しない。

　(3) 造成に伴うもので宅地内まで引込みをするが、各戸にメーターを設置しない場合

　　　メーターを設置しないので分担金は徴収しない。ただし、後日各戸の給水装置工事申し込みの

　　際、徴収する。

　(4) 差額を計算する場合

　　　差額を計算する場合、免除できる加入負担金は、既設メーター口径分又は納付済額分を新規申

　　し込み時の加入負担金に換算した額とする。

　　第６節　給水装置工事の申し込みの取消し

　給水装置工事を申込み、給水装置設置承認後に当該工事を中止する場合は「給水装置工事中止届」

を提出しなければならない。その場合、加入負担金、審査等手数料をすでに納入しているときは、設

計審査手数料を除き還付する。なお、設計審査手数料が納入されていない場合は、徴収する。
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　　第１節　工事の施工

１．給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の２第１項の規程に基づき指定した者として、由布

　市指定給水装置工事事業者（以下「指定工事事業者」という。）に施工させることができる。

２．指定工事事業者に施工させることができる工事は、配水支管からの分岐取出から敷地内の給水装置工

　事とする。

　　第２節　工程策定上の留意事項

　工程の策定に当たっては、次の事項について留意すること。

１．建築工事の工程に合わせて、遅滞なく手待ちのないように要領よく施工できるようにすること。

２．警察署、消防署、道路管理者等への届出及び申請について、十分に余裕のある工程にするとともに、

　それぞれの許可を得た後、施工日程を定めること。

３．給水装置工事を申し込んだ後、施工内容、工事工程が変更するような場合は直ちに水道課工務係若し

　くは地域整備課水道係に連絡すること。

４．完成確認は書類審査とするため、施工状況がきちんと確認できるように写真撮影を行うこと。写真撮

　影については、写真管理チェックシートに基づき実施し、完成書類にチェックシートを添付すること。

　　第３節　許可の取得等

　施工に当たっては、次に掲げる関係官公署の許可等を取得するとともに、その確認を行うこと。

①　道路の掘削占用許可（道路法）

②　道路使用許可（道路交通法）

③　河川占用許可及び砂防指定地内許可（河川法）

④　建築確認・開発行為（建築基準法、都市計画法、消防法）

⑤　その他（学校、自治会、ＪＲ、バス会社等）

　　第４節　工事の順序

　工事は、次の順序にしたがって施工するものとする。

①　施　工　準　備　　②　保　安　設　備　　③　掘　　　　　削　　④　配　　　　　管

⑤　分　　　　　岐　　⑥　埋　め　戻　し　　⑦　復　　　　　旧

　　第５節　道路掘削工事における留意事項

　道路掘削工事に当たっては、次の事項について留意すること。

①　関係法規の熟知

②　関係官公署の許可条件の再確認

③　利害関係者、隣接家屋との連絡協議

④　現場責任者とその責任の明確化

　（施工現場には、必ず現場責任者が常駐し、関係官公署の許可書を携帯すること。）

⑤　保安設備の整備と安全管理

⑥　地下埋設物の現況把握と他の占用者との事前協議（必ず現場立会を求めること。）

⑦　緊急連絡先の確認

第５章  施　　　　工　　
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　　第６節　施 工 準 備 

　施工に当たっては、次の準備を行うこと。

①　作業の割当て及び人員の配置

②　車両工具材料の準備

③　労力機材の運搬計画準備

　　第７節　住民等への周知

　工事を行う場合には、事前に近隣の住民・企業に周知するなど、トラブルの未然防止に努めなければ

ならない。特に騒音・振動・粉塵等の発生を最小限に抑え、交通規制や作業者の駐車についても近隣住

民への周知を行い、協力を得られるように努めること。

　　第８節　材料等の衛生管理

　給水装置工事等に使用する給水管及び給水用具は飲用水に接することから、衛生的な場所で保管する

こと。また、工具や現場周辺環境の衛生管理にも注意すること。

　　第９節　工事申込者への対応

　工事見積・工事内容・工事費等について、消費者トラブルを起こさないよう、見積相手や工事申込者

に対して誠実に接し、丁寧な説明をするように心掛けること。

　　第１０節　土　工　事

１．掘　　　削

　　掘削の作業に先立ち、配水管の位置及び分岐の位置を確認すること。また、道路に埋設されている

　他の占用物件（温泉管、電気、下水等）は、占用者との現場立会及び試掘、探知機等により十分な調

　査確認を行ったうえで、施工には十分注意し次により掘削を行うこと。

　(1) 掘削は、つぼ掘り又は溝掘りによるものとし、トンネル掘りやえぐり掘りはしないこと。

　(2) 道路の掘削は、その日のうちに埋戻し、仮復旧が完了できる範囲内にとどめること。

　(3) 床掘の床部は、凹凸のないように平坦に掘り、砂等で敷きならし、よく突き固めをすること。

　(4) 舗装道路は、掘削に先立ち、カッター等を使用して、他の部分に影響を及ぼさないように縁切り

　　をすること。

　(5) 歩道コンクリート板、縁石等は、破損しないように取り外し、交通の支障のない場所に整理して

　　おくこと。

　(6) 地盤の軟弱な所又は湧水のある所は、十分な土留工を施し、水を排水した後、掘削するとともに、

　　その排水先についても近所に迷惑をかけないよう十分留意すること。

　(7) やむを得ない理由により掘り置きとなる場合は、事故防止のための工事標示施設、照明、覆工等

　　必要な措置をし、安全を期すこと。

　(8) 必要に応じて交通整理員の配置又は仮信号設備等の設置をすること。

２．埋戻しと残土処理

　(1) 埋戻しは、原則として山砂、再生クラッシャーラン、粒調砕石により行うこと。

　(2) やむを得ず掘削した土砂により埋戻すときは、石片、木片の雑物を取り除くこと。

　(3) 埋戻しの際の転圧は、管周をていねいに突き固めた後、厚さ20㎝毎に埋戻しと突き固めを交互に

　　入念に行い、上層は、路面に起伏が生じないように敷きならすこと。

　(4) 土留工については、路盤にゆるみが生じないよう下部を埋戻し、徐々に撤去すること。

　(5) 発生残土は、速やかに所定の場所へ処分すること。
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３．仮　復　旧

　(1) 仮復旧については、掘削跡の路床を十分に転圧した後、アスファルト合材を均一に敷きならし、

　　既設路面と同一面となるように十分に転圧すること。

　(2) 舗装道路の掘削跡については、アスファルト合材により、その日のうちに仮復旧をすること。

　(3) やむを得ない理由により、仮復旧できない場合は、事故防止のため必要な措置をし、安全を期す

　　こと。

４．本  復  旧

　　路面の本復旧については、関係の道路管理者の定めるところにより施工すること。

　　第１１節　給水管分岐工事

１．サドル分水栓による場合（分岐管口径13㎜～25㎜で使用）

　(1) 分水栓の取付部分の管体の表面を清掃した後、サドル分水栓を取付け、ボルトナットを片締めに

　　ならないよう完全に締め付けること。

　(2) 穿孔は、管に対して垂直に行い、鋳鉄管、鋼管への穿孔後は管端コアを挿入すること。

　(3) 穿孔する分岐位置は、管の継ぎ手及び他の分岐位置から30㎝以上の間隔をとること。

２．不断水式割丁字管による場合（分岐管口径40㎜以上で使用）

　(1) 不断水式割丁字管の取付部分の管体の表面を清掃し、洗浄した後、割片を管体に密着させ、分岐

　　口は、配水支管と水平になるよう取り付けること。

　(2) ボルトナットは、片締めにならないよう完全に締め付けること。

　(3) 取付後に、丁字管がきちんと設置できているか確認するため、水圧試験を行うこと。

　(4) 穿孔は、管に対して水平に行い、分岐箇所の管の損傷、分岐孔の内面のライニング部のはくだつ、

　　切りくず等により、通水を阻害されることのないよう施工すること。

　(5) 穿孔する分岐位置は、管の継ぎ手及び他の分岐位置から30㎝以上の間隔をとること。

　　第１２節　配 管 工 事 

１．管 の 布 設 

　　管の布設については、次の事項に留意して施工すること。

　(1) 給水管の屋外地中配管は、建物基盤の外まわりに布設し、維持管理上支障となる障害物をさける

　　ことが原則である。布設延長を短縮するため、家屋の床下を横断するような配管は将来の改造修繕

　　等の場合支障をきたすのでさけること。又、建築物の部分を貫通し配管する場合は、配管スリーブ

　　等を設けることが望ましい。

　(2) 屋内外の立上り及び横ばしり管は、バンド等で振れ止めをすること。

　(3) 給水管の布設位置は、下水道、便つぼ、汚水タンク等から遠ざけて布設すること。

　(4) ビニール管は、紫外線に当たると強度が落ちるので、露出配管には使用しないこと。

　(5) 屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれがある場所にあっては、適切な凍結防

 　  止措置を講じること。特に屋外給水栓等の外部露出管は、保温材の設置や水抜き用の給水装用具を

　　設置すること。

　(6) 管を布設する場合は、管に標示しているマーク、記号等が判読できるようにすること。

　(7) 配管が完了したら、十分に洗浄放水すること。

２．管 の 切 断

　　各種の管の切断に当たっては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

　(1) ビニール管の切断に当たっては、通常金切鋸を使用するものとし、その切断は管軸に対して直角

　　に行い、切断後の切り口は、切りくず及びかえりを除くためリーマ等で軽く糸面取りを行うこと。
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　(2) ビニールライニング鋼管の切断に当たっては、次に掲げるところによる。

　　①　通常、金切鋸を使用して切断するものとし、パイプカッター又はこれに類するものは、切断時

　　　にビニール部をはく離する恐れがあるので使用しないこと。

　　②　切断は、管軸に対して直角に行い、切断時にその部分が局部的に過熱されビニール部の変質、

　　　はく離、ずれ等の欠陥を生じないよう水質に影響を与えない水溶性切削油を使用し、切断後は十

　　　分に洗浄すること。

　　③　切断後の切り口は、切りくず、かえり等を除くため、必ずパイプリーマ等で軽く糸面取りを行

　　　うこと。

　(3) 鋳鉄管の切断に当たっては、通常、鉄管切断機、パイプカッター等を使用するものとし、その切

　　断は管軸に対して直角に行い、切断後の切り口は、かえり、ばり等を完全に取り除き、管端面には

　　適正な防錆塗料を塗布すること。

　(4) ポリエチレン管の切断に当たっては、次に掲げるところによる。

　　①　切断箇所に白マジック等で標線を入れパイプカッター、又は鋸で標線に沿って直角に切断する

　　　こと。

　　②　切断面に生じたばりなどを面取器ナイフ等で平らに仕上げること。

３．管 の 接 合

　　各種の管の接合に当たっては、管及び継手管内部に土砂、油及び異物が残らないように完全に清掃

　し、接合部分も十分清掃して接合を確実に行うものとし、接合部分の腐食、通水阻害、材質の低下、

　漏水、離脱が起こらないよう、次に掲げるところによる。なお、以下に示す接合方法はあくまでも例

　示であり、新しい技術等の採用を妨げるものではない。

　(1) ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手

　　①　ネジ込み山数

　　②　ネジ加工をするときは水溶性の切削油を使用し、管内に流入しないよう十分注意すること。ま

　　　た３～４回繰り返し行い正確に切削すること。

　　③　ネジ部分にシール剤を塗布するときは、管内にシール剤が流れ込まないよう十分注意すること。

　　　なお使用するシール剤は水質に影響を与えないものを使用すること。

　　④　パイプレンチ、チャック等については管体に傷がつきにくい工具を用いること、なお管体の傷

　　　に対しては、防食粘着テープを使用すること。

　(2) ビニール管継手

　（ＴＳ継手）

　　①　さし込み深さＬは表５－２のとおりとし管体に標線を入れ、挿入を確認すること。

　　表５－２　さし込み深さＬ（単位 ㎜）

　　②　継手受口内面および管さし口外面に接着剤（ＪＷＷＡＳ101）を刷毛で薄く塗りもらしのない

　　　よう均一に塗ること。なお、この場合、管には標線以上にはみ出して塗ってはならない。

　　③　管体および継手に接着剤を塗り終ったら、直ちに管を継手に一気にひねらず差込み、そのまま

　　　で表５－３の標準時間まで保持すること。

　　表５－３　ＴＳ継手の標準保持時間

　　④　接着後はみ出した接着剤は直ちにふき取り、管内の接着蒸気を逃がすこと。

13山以上

呼び径（mm） 40以下 50 75 100 150

ネジ込み山数 ６山以上 ７山以上 ９山以上 11山以上

4013

Ｌ

口  径 20 25

26 35

保 持 時 間 30秒以上 60秒以上

40

呼び径（mm） 50以下 75以上

55

100 15050 75

63 92 14072
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　（ＲＲ継手）

　　①　さし込み深さＬ１は表５－４のとおりとし管体に標線を入れ、挿入を確認すること。

表５－４　さし込み深さ（単位　㎜）

　　②　切断した場合は図のように面取りをすること。

　　③　専用の滑剤を用いて差口と受口ゴム輪に塗布し、マーキングを上にして管軸を合わせ、挿入

　　　機を操作し、標線の位置まで挿入すること。

　(3) フランジ継手

　　①　ＧＦ形パッキンの使用を原則とする。（消火栓、空気弁、メーター等はＲＦとする。）

　　②　フランジ接合面はよく清掃しておくこと。

　　③　ゴムパッキンは移動を生じないように固定し、両面を密着させ、ボルトを片締めにならないよ

　　　う全周を通じて均等に締めつけること。

　　④　防食用ポリスリーブにて防錆を施すこと。なお、フランジボルトは酸化被膜ボルトである「Ｓ」

　　　の鋳出しマークを確認すること。

Ｌ１

Ｌ

呼び径

152

107 119

75 100

120 132

167

180

94

107

200

139

15050

標線

ℓ1

ℓ

t

2t 15°t/2

（定尺管は面取りされている）
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　メーターは、給水装置に取り付け需要者が使用する水量を積算計量する計量器であって、その計量水

量は料金計算の基礎となるものである。なお、メーター（計量法（平成４年・法律第51号）に合格した

もの）、メーターBOXは水道課が貸与する。

　　第１節　メーターの種類

　メーター口径により次の種類とする。

　　表６－１

　　第２節　メーター等の設置位置及び設置方法

(1) 直結式給水方式によるものについては、専用・共用、又は連合給水装置ごとに１個とし、メーター

　の口径は、給水管と同口径とする。ただし、管理者が認めた場合はこのかぎりでない。

(2) メーターは、官民境界から２ｍ以内で道路側の門・玄関に近接した宅地内の地中で検針が容易な場

　所に設置すること。ただし、管理者が認めた場合はこのかぎりでない。

(3) メーターを傾斜して取り付けると感度の低下や耐久力を減ずる原因となるので、水平に取り付ける

　こと。

(4) メーターは、検針及び取替えが容易であり、汚染又は外荷重による破損の恐れがない位置であるこ

　と。

(5) メーターは、車の通行しない場所に設置すること。やむを得ず車の通行する場所に設置する場合は、

申込者にメーターBOXが破損した場合は、自己負担で取り替える必要があることを説明し了解を得てお

くこと。

(6) 共同住宅等に数個のメーターを並べて設置する場合は、メーターのボックスに部屋番号等を記入し、

　わかりやすくすること。

(7) 口径50㎜以下のメーターの上流側にメーター用直結止水栓（ボール式、伸縮式、蝶ハンドル、ハン

　ドル脱着式）を取り付け、下流側には逆止弁を取り付けること。また75㎜以上のメーターの上流側に

　仕切弁、逆止弁を取り付け、下流側には仕切弁を取り付けること。

50㎜以上

第６章　水道メーターの設置　　

口　　　径

13㎜～40㎜

メ　ー　タ　ー　の　種　類

　接線流羽根車乾式直読式（ネジ式）

　乾式たて型ウォルトマン型（ネジ式、フランジ式）
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　開発区域の給水については、開発区域の給水に関する規程及び由布市開発区域の給水に関する取り扱い

要綱、並びに挟間町環境保全条例・湯布院町潤いのある町づくり条例に基づき取り扱うこと。

　　第１節　設計及び施工

　開発区域は、直結直圧式給水方式による直圧区域と、受水槽式給水方式による加圧区域に区分される。

給水施設の設計、施工は、厚生労働省監修水道施設設計指針に定める給水装置の技術的基準を遵守して、

将来、水量・水質に関し居住者に迷惑をおよぼさないようにしなければならない。

　なお、開発区域の給水は、市の配水計画、既存の給水状況に多大の影響をおよぼすため、事前に十分

協議し、「給水同意申請書」及び「給水装置工事申込書」を提出し承認を得ること。

　　第２節　給　　　水

　給水施設（送・配水管、ポンプ、受水槽等）の工事が完成した場合は、直ちに管理者の竣工検査を受

けなければならない。

　通水、洗管、エア抜き時のバルブ操作については、担当職員にて行うため、実施希望日について事前

連絡すること。なお、作業時は施工業者も立会すること。

　なお、各戸への給水については、条例・規程等に準じて行うこと。

　また、メーターの２次側の日常管理は、事業者または管理者にて行うこと。

第７章  開発区域の給水　　
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チェック 不要 提 出 時 期

1 □ □ 書類提出時

3 □ □ 申込書提出時

4 □ □ 申込書提出時

5 □ □ 申込書提出時

7 □ □ 申込書提出時

8 □ □ 申込書提出時

9 □ □ 申込書提出時

11 □ □ 事案発生時

12 □ □ 事案発生時

□ □

※給水装置工事承認申請申し込み時と給水装置工事完了届提出時にそれぞれ提出してください。

※書類が整っている場合は、チェック欄に☑を入れてください。
　対象書類が不要な場合は、不要欄に☑を入れてください。

15 写 真 管 理 チ ェ ッ ク シ ー ト □ □ 工事完成後
２週間以内

16

13

書類提出用チェックシート

14

10

6

2

書    類    の    名    称

給水装置（新設・改造・修繕・メーター移設・給水
引込）申込・承認申請・工事設計審査申込書

位 置 図

使 用 材 料 一 覧 表

給水装置（撤去）申込・承認申請・工事設計審
査申込書、給水装置廃止届

備考

現 地 写 真

書 類 提 出 用 チ ェ ッ ク シ ー ト

申込書提出時□ □

※引込み工事のみの場合は不要
※建築業者等が建築中に使用する
場合も届出が必要

※事案発生時
（不断水分岐割丁字管にて給水
管取付工事を行うとき）

※事案発生時
（給水施設の撤去・廃止工事時）

※事案発生時
（県道・国道等埋設時）

※事案発生時（貯水槽設置）

※事案発生時（貯水槽設置）

給水装置工事完了届に添付

申込書提出時

申込書提出時

申込書提出時

工事完成後
２週間以内

給水装置完了届
提出時もしくは
事案発生時

□ □

□ □

□ □

給 水 装 置 所 有 者 変 更 届

水 道 使 用 開 始 届

給 水 装 置 工 事 完 了 届

給 水 管 取 付 工 事 立 会 申 請 書

給 水 装 置 工 事 中 止 届

給水装置平面図（配置図）・掘削断面図・横断
図・舗装復旧図

貯 水 槽 水 道 設 置 届

受 水 槽 容 量 算 定 書

道 路 占 用 許 可 申 請 書 類

□ □

□ □







 (注1)申込者と土地所有者・家屋所有者が同一でもご記入ください。

　氏 名：

高 置 タ ン ク 容 量 　　　　　　㎥（　　　 　㎥×　　池）
 (注2)給水管分岐承諾欄は、既設給水装置から分岐して新設する場合にご記入ください。 備　考

★サドル分水栓取付穿孔は、水道職員が立ち会いますので、事前に穿孔日時をお知らせください。

 (注3)土地通過承諾欄は、給水管等が申込者以外が所有する土地を通過する場合にご記入ください。
　※申込者が共同所有している公衆用道路の場合、承諾は不要とする。

時 間 ・ 水 圧
　　　時間　　　　分

　　　　　　　　　　　Ｍｐａ　住 所：

　氏 名：

受 水 タ ン ク 容 量 　　　　　　㎥（　　　 　㎥×　　池）　住 所：

※(注２)
　氏 名：

完 成 検 査 年 月 日 　　　　年　　月　　日土地通過承諾
          ※(注３)

　住 所：

　氏 名：

穿 孔 年 月 日 　　　　年　　月　　日 検査員給水管分岐承諾 　住 所：

家屋所有者承諾 　住 所：
必須※(注１)

　氏 名：

主幹

　上記工事の関係者である私達は、この設備に同意し、市水道課には一切迷惑をかけません。

土地所有者承諾 　住 所：
副主幹 課員

合　　計 円　

                            利害関係人同意書（必ず自筆のこと）

由布市水道事業 由布市長(由布市長)殿

設計承認

課長
参事

総括
課長補佐

必須※(注１)
　氏 名：

　　月　　日入金

フ リ ガ ナ 水栓数 手　数　料 設計審査・竣工検査 円　

使用者氏名

装置設置場所
 由布市　　　　　　 　　 　 　　　　　　  　   (自治区:　　  　)

道路占用許可関係一式 有　・　無　

用　  途   一般用 ・事業所用・営業用・浴場営業用・共用給水（　　　　　　）・臨時用 加入負担金 量水器口径φ　　mm×　 コ 円　

領収確認

量水器番号 量水器口径 φ  　    mm  (例φ13㎜)

主任技術者名
承　 認

　　　　　年　　　月　　　日

由布市水道事業給水条例に基づき､次のとおり給水装置の新設等を申し込みます。 第　　　　　号

配 水 管 種
(例:DIP)

配水管口径 φ  　    mm (例φ150㎜)

代 表 者 引込給水管種
(例:PE)

引込給水管口径 φ  　    mm  (例φ20㎜)

電話番号

施 工 業 者
(指定給水装置設置工事事業者)

住 所

名 称

電話番号

No.　　　　　　

　　　　　年　　　月　　　日  　　　　　　　　　年　　月　　日

申  込  者
(工事費負担者)

(申込者自筆のこと)

住 所 　　　　　　　　　委 任 者（申込者）

                   住　所：

　　　　　　　　 氏　名：

　　　　　　 　 委任代理人（委任を受ける指定給水装置設置工事事業者）

                                 住　所：

                      氏　名：

氏 名

様式１号（第３条、第６条関係）

( 受　付　印 ）

給水装置(新設・改造・修繕・メーター移設・撤去・給水引込)申込・承認申請・工事設計審査申込書 水栓番号 　

挾間・庄内・湯布院 受付年月日   　　　年　　　月　　　日 　　　　　　　　　　　　　　　委　任　状
　　  左記設置場所の給水装置工事に係る一切(申請･手続･精算・工事･完了まで)を
　   次の者に委任します。

番　　 号

該当する工事種類に〇をしてください。

申請書提出日を記載のこと。

対象地域に〇をしてください。

法人等の場合はゴム印等でも可。電話番号は

日中連絡が取れる番号を記入すること。

ゴム印等でも可。申請内容の確認や訂正の

連絡をする可能性があるので、担当者の氏名

電話番号を記載すること。

主任技術者と同じ場合は不要。

自治区はできれば記入してください。

不明の場合は空欄でも可。

フリガナまで必ず記入すること。

給水引込工事のみであれば記入不要。

売買等の際にトラブルとなる案件があるため、

事前調査を実施し利害関係者の漏れがないように

十分注意すること。

関係者が多数に及ぶ場合は、別紙添付でも可。

その場合、本申請書の内容と同様に作成のこと。

委任された日を記載のこと。

法人等の場合はゴム印等でも可。

ゴム印等でも可。

配管の管種・口径については、

事前調査で確認した内容を記載

のこと。



φ　 ×φ 平面

φ　 ×φ

φ

φ

φ

断面

　□ 位置図（住宅地図など) （別紙可） 　□ 計画平面図　（本管→量水器→住宅） （別紙可）

別紙参考

★国道・県道は、道路占用許可申請用の図面と写真が別途必要となります。 ★サドル分水栓取付穿孔は、水道職員が立ち会いますので、事前に穿孔日時をお知らせください。

使 用 材 料 形状・寸法 数　量 □ 掘　削　図　　　　　　　（別紙可） 　□ 宅内配管計画図  （宅内各蛇口まで） （別紙可）

サドル分水栓 個

割Ｔ字管 個

ロケーティングワイヤー ｍ

埋設用青銅製仕切弁 個

止水栓ボックス 個

直結伸縮止水栓 個

量水器ボックス 個

逆止弁 個

ＰＥ管 ｍ

別紙参考

別紙参考
別紙参考

本

配水管からメーター器２次側逆止弁までの使

用材料を記載すること。



２１０

石井

秀信
麻生

鷲野

精
米コ

イ
ン

安
東

龍
磨

小
山
田

楠

今
川

楠

岩
田

　
真
一

角
田

衛
藤

山本
幸吉

吉野

Ａ
ｋ
ｉ
ｙ
ｏ
ｓ
ｈ
ｉ

メ
ゾ
ン

北
島

隆士

柿原木工工房

衛
藤

コーポかきはる

大
嶋
孝
信

佐藤

阿蘇野川

庄内総合運動公園

テニスコート

ＷＣ

グラウンド

ＷＣ

庄内町
伝
習
館

ふ
る
さ
と

神楽殿由布市庄内硬式野球場

ひ
ば
り
児
童
館

自治公民館

ひ
ば
り
保
育
園

子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー

駐
車
場

日隈

庄
内

土
屋
金
三

波津久
秀信

安
田

河野邦彦

饅
頭
前
田

土屋

小野

衛藤初子

あ
そ
ぼ
ク
ラ
ブ

渡
辺

土屋

富公
民
館

セン
タ
ー

柿原

富生
活
改善

小野暢正

健
二 小
野

杉田

小
野
弘
文

梅林
斉仏

所

大
久
保

　
章
生

昭一
土屋

ヘ
ア
丨
サ
ロ
ン

オ
ノ

土屋

渡
辺

保
弘

小
野
良拓

渡
辺

竹田

大
久
保

和美

栗
林
武
士

オ
ノ
美
容
室

小
笹

正
信

剛士

春
男土

屋

石井由一

善
照

杉
田
和
男

秦

山
中 安部

二宮

小
野

㈱
建
翔
工
業

　
豊

生
野昭

九
郎

山
川

工
藤

安
生

大分共配センター

ヤマエ久野㈱

ラ
イ
ス

㈱挟間物流サービス本社営業所

㈱
パ
丨
ル

伊
藤
敏
明

大
分
経
済
連

新館
由布市役所

由布市役所
本館

庄内
保健センター

３Ｆ

３Ｆ

阿
蘇
野
川

駐
車
場

庄
内
庁
舎
（
ユ
丨
バ
ス
）（

６
２
１
号
線
）

駐車場

三重野

水道
㈲三重野

柿田

　
光
男

　
征
一

三
重
野

三
重
野

森
田
利
明衛藤武美

衛藤　要

衛藤
　武

生
野
淳
司

花
菱

不
動
産

大
分
県
中
部
保
健
所

由
布
保
健
部

ハ
イ
ツ

資
材
置
場

㈲
三
重
野
水
道

渡邉

由布市
庄内カントリーパーク

グラウンド

愛
宕
神
社

ＷＣ

駐
車
場

駐
車
場

庄
内
斎
場

プ
リ
エ
丨
ル

四
恩
の
杜 Ｊ

Ａ
お
お
い
た

葬
祭
セ
ン
タ
丨

第一柿原橋

土屋

土屋久志

祐二

能久

伊勢

土屋邦利

小野

大　分　川

ナホル

小野

小野

庄内製畳㈲

芳郎

芝野

下田橋

東
南
橋

センター
庄内構造改善

出
張
所

庄
内

由
布
市消

防
署

駐
車
場

庄内診療所前（ユーバス）

陶遊工房

　一輪舎

　
稔

由布市

民宿・居酒屋

畜産センター

安
藤

長
尾

高津野

センター

一向
堂

衛
藤

庄内農産加工

哲
哉

庄内診療所 薬局

３Ｆ

３Ｆ

１
Ｆ
と
ん
か
つ

カ
ツ
ヨ
シ

１
Ｆ

エ
ネ
オ
ス

大　分　川

栗
林
酒
舗

由布市庄内庁舎前

県
道
田
野
庄
内
線

花菱ハイツ駐車場

ハ
ウ
ス
し
ふ
く

小野

庄内店

タ
ナ
カ

理
容

庄
内
Ｓ
Ｓ

㈲
小
野
淳
石
油
店

田
中事務

所

栗
林
ビ
ル

司
法書士

大
一
醤
油

道上由之

ク
ド
ウ

土屋

道上省三

ＪＡおおいたグリーン

生野

生野

生野

生野
善馬

庄内
倉庫

ＪＡ
お
おいた

小野農園

宮
本

生野晴孝

直売所

　繁

堺

衛藤

天
理
教

豊
分
教
会

佐
藤
才
美

庄
内(

営)

㈱
中
九
州
ク
ボ
タ

み
ど
り
薬
品

花こころ

宮
迫　

智
メゾン柿原

庄
内
に
ら
調
整
場

Ｊ
Ａ
お
お
い
た

４１７

４４８

４５
０‐

１２

４５０‐１

４５３
‐３

４
８
７

４８
８

４５０
‐１０

４５０‐７０

４７
４‐２

４５
４‐１

４７２‐２

１４００

１４００

６０５‐１

６２３

４０３‐１

６１７‐１

６２６

３１６

４４９

４
１
０
‐
１

４
０
０
‐
３

４５０‐３

４９０‐１

４５０‐８

４０２‐２

４６
１‐

１

６００

６１２

６０
３

６
０
１

６０８

５９２

５
９
０

４
３
７

５９５

５１８

５１７

５０
６‐１

５
０
８

５７５

４
６
５

４６８

５７
７

５６０‐３

５
６３

５
６
８

５
６
２
‐
３

７
０
８
‐
１

５５９

１２５５‐３３

１２５５‐３０

１３５９‐１

庄内町　柿原
３８６

３２６

３２８

３３
１‐２

３６１

４１３

６２８‐２

６２６

３８０‐１

３８０‐１

３０２

３
０６‐１

３８２‐１

３９７‐２

３
３
７
‐
２

３０２

３０２

下田

庄内町　大龍

１４００

１３６２‐１

１
２
５
５
‐
２

６２０

６１８

６１６‐１

６６１‐４

６１０

６６４‐１

６１１

富
庄内町　柿原

庄内町　高岡

１６２‐１

２
８
８
‐
５

３
０
０

２
８
８
‐
３

２９１

３００‐１

２８０‐１

２
８
８
‐
１

３００‐１

２
８１‐

１０

庄内町　柿原

６３０‐１

６３１‐１２

２８６‐３

３８０‐１

２８５‐１

６３１‐１

６
２９‐

６

６３１‐２

６３
０‐１

６３４‐１

１５
７９‐１

内川野

２５５６‐６

１３９６

２１
４

１３９４
１５６３

１３８６

１３８５

２
１６‐

２

庄内町　柿原

５
０
９

２１８‐１

１
６
２
‐
２

１３６５‐１

１６
２‐

６

１３５９‐３

２
１
８‐

１

1:4000

令和03年04月12日 12:50



給水装置設置箇所位置図（参考）

申請箇所：由布市庄内町柿原302番地



現状写真（参考）

配水管HIVPφ75

配水管HIVPφ75

給水管ＰＥφ20



平面図（参考）

（例１ 引込管有）

（例２ 配水管より分岐）



掘削断面図（参考）

（例１）

（例２）

（例２）



済 不要

1 □ □

2 □ □
3 □ □
4 □ □

5 □ □

6 □ □

7 □ □

8 □ □

9 □ □

10 □ □

11 □ □

12 □ □

13 □ □

14 □ □

15 □ □

16 □ □

17 □ □

18 □ □

19 □ □

20 □ □

21 □ □

22 □ □

※写真撮影済の場合は、済欄に☑を入れてください。
　写真撮影が不要な場合は、不要欄に☑を入れてください。

全ての工事で必要。
施行順に写真が整理されているか。写真の横に工種等を記載
しているか。配水管や給水管の布設状況が分かる写真には、
管種・口径等記載されているか。

提 出 写 真 整 理

上 層 路 盤 施 工 写 真

舗 装 本 復 旧 写 真

舗 装 仮 復 旧 写 真

メ ー タ ー 設 置 状 況 写 真

メーターを設置する工事で必要。
メーター、止水栓、逆止弁の設置が分かる近景写真、メー
ターの設置箇所が分かるよう建物を含んだ遠景写真を撮影す
ること。

配水管からの分岐工事で必要。
転圧後に、測定ロッドをあてて高さ管理している写真を撮影
すること。

配水管からの分岐工事で舗装されている場合に必要。

配水管からの分岐工事で舗装されている場合に必要。
舗装厚が分かるように高さ管理した写真を撮影すること。

配水管からの分岐工事で必要。
転圧後に測定ロッドをあてて高さ管理をしている写真を撮影するこ
と。

配水管からの分岐工事で必要。
転圧後に、測定ロッドをあてて高さ管理している写真を撮影
すること。

下 層 路 盤 施 工 写 真

配 水 管 状 況 写 真

着 工 前 写 真

全ての工事で必要。
量水器一次側について、指定の材料を使用しているか、継手
部も含めて写真を撮影すること（一次止水まで設置済で、量
水器を設置する工事の際に一次側の写真が不足していること
があるため注意すること）。ロケーティングワイヤーを設置
しているかも分かるように撮影すること。量水器二次側につ
いては、使用材料、布設位置がわかるように撮影すること。

全ての工事で必要。
配水管からの分岐工事の場合、転圧後に測定ロッドをあてて
高さ管理している写真を撮影すること。

配水管からの分岐工事で必要。
200㎜ごとに転圧（沈下防止）を行い、測定ロッドをあてて
高さ管理している写真を撮影すること。

床 砂 敷 均 し 写 真

給 水 管 布 設 写 真

砂 埋 戻 写 真

砕 石 埋 戻 写 真

写真管理チェックシート

名  　　　　  称

舗 装 切 断 写 真

舗 装 版 取 壊 写 真

掘 削 写 真

注　意　事　項　等

全ての工事で必要。
現場状況が分かるように遠景の写真を撮影すること。

配水管からの分岐工事で舗装されている場合に必要。

配水管からの分岐工事で必要。

配水管からの分岐工事で必要。
配水管の布設位置、土被りが分かるように測定ロッドをあて
て、遠景、近景の写真を撮影すること。側溝等構造物があれ
ば構造物からの位置も分かるように測定ロッドをあてて撮影
すること。

配水管からの分岐工事で舗装されている場合に必要。

サドル分水栓・不断水割丁字管取付写真 配水管からの分岐工事で必要。

穿 孔 機 取 付 写 真 配水管からの分岐工事で必要。

穿 孔 作 業 写 真 配水管からの分岐工事で必要。

埋 設 標 識 シ ー ト 設 置 写 真 配水管からの分岐工事で必要。

コ ア 挿 入 作 業 写 真 配水管からの分岐工事で、配水管が鉄管の場合に必要。

穿 孔 完 了 写 真
配水管からの分岐工事で必要。
穿孔片、水が出ている様子の写真を撮影すること。

穿 孔 立 会 状 況 写 真 配水管からの分岐工事で必要。不断水割丁字管での分岐の際に必要。



　 　 　 　

　

　

 　

　

　

  

　 　

　 　 　

 　 　 　 　

　 　

 　 　

 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

位 置 図

給水装置設置場所：

工 事 年 月 日 ：

添 付 書 類 ：

メ ー タ ー 口 径 ：（　　　        　       　）メーター番号：

令和　　　　年　　　　月　　　　日

着　手　：

副主幹

現地確認チェック

課員

住 所 :

氏 名 :

 

施 工 業 者 ：

住 所 :

名 称 :

台 帳 番 号

申 込 者 ：

給　水　装　置　工　事　完　了　届

水 栓 番 号　　　　　　　－

由布市水道事業 由布市長　殿

(工事費負担者）　

承 認 番 号

課長・参事 総括 課長補佐 主幹( 　受　付　印　）

（指定給水装置設置工事事業者）　

電話番号: 　　　　　　　ー　　　　　ー

代 表 者 :

○完成写真（工程や埋設位置等わかるもの）

～

 別添可
 ※メーター設置のみの場合もＢＯＸ内のアップと位置の特定が可能な全景写真（外工完了後）
 ※引き込み等がある場合は、詳細写真を別添すること。

（担当者名）

　　　　　　　ー　　　　　ー電 話 :

完　成　：

由布市

（　φ　　　　㎜　）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

完 成 写 真 別添可
 ※住宅地図等

完成届受付番号令和　　　年度　ＮＯ．

竣 工 図  別添可
 ※出来るだけ詳しく

令和　　　年　　　月　　　日

断 面 図  別添可
 ※深さ等出来るだけ詳しく

○竣工図・断面図　（受水槽がある場合は、受水槽の竣工図も添付）

○位置図（住宅地図）





様式第 3号(第 7条関係) 

 

給水管取付工事立会申請書 

  受付印 

 

年  月  日 

 

由布市水道事業由布市長 様 

指定給水装置工事事業者        

住 所            

氏 名            

電話番号            

担当者名            

 

 給水管取付工事を施工したいので、立会いをお願いします。 

承 認 番 号   道路占用許可番号   

工 事 番 号   

給水装置工事申込者 

住 所   

氏 名   

主 任 技 術 者  

工 事 施 工 業 者 

土 工 事   

舗 装 工 事   

工 事 希 望 年 月 日 年  月  日  午前・午後   時頃 

 

工 事 希 望 年 月 日 年  月  日  午前・午後   時頃 

 



給 水 装 置 設 置 工 事 中 止 届 

 

年  月  日 

由布市水道事業管理者 殿 

工事申込者氏名             

指定給水装置工事事業者名        

 

 下記の理由により給水装置設置工事を中止します。 

 

記 

 

１.工事承認番号          第       号 

 

２.工事中止理由 

 

 



 

    様式第 9号(第 20条関係) 

 

    給水装置(メーター)所有者変更届 
 

                                        届出年月日     年    月    日 

  由布市水道事業 由布市長 殿 

    給水装置(メーター)の所有者を以下のように変更しましたので、届出いたします。 

 

  旧所有者 住 所 

氏 名                            

T E L 

 

  新所有者 住 所 

 氏 名                            

 T E L 

 

         旧所有者の署名が得られない場合、今後一切の責任は、新所有者が負うことを誓約いたします。 

給水装置
（ メ ー タ ー ）

設置場所  

変 更 の 理 由  

旧所有者の署名が得

られない理由 
 

        ※譲渡の際は、土地の登記簿謄本、または売買契約書等の写しを添付してください。 

        水道課記入欄 

水栓番号  口径 φ    メーター番号  

お客様番号  備考  

 

処

理 
受付者印  電算入力日  電算入力者印  確認者印  

 

受 付 印 



様式第 5号(第 14条関係) 

 

水道使用（開始・名義変更・納入方法変更・送付先変更・用途変更）届 

 

 由布市水道事業 由布市長 殿 

  ※太線の中のみ記入してください。                         届出年月日    年   月   日 

開 始 年 月 日 年     月     日 午前 ・ 午後 

水道使用場所 由布市 

使 用 者 

フリガナ TEL 

携帯  氏 名                            

使 用 用 途 □一般用   □事業所用  □営業用  □臨時用  □共用 

納 入 方 法 □口座振替（金融機関に届出が必要です）  □以前登録した口座を引続き利用  □納付書 

 

 
 

請求書送付先 

送付先氏名 

□給水設置場所と同上 

〒     ―         

住 所 

 

氏 名 

※一般的な契約書で言う「約款」は条例・規則となります。詳しくは「由布市 HP」をご覧ください。 

水  道  課  記  入  欄 

お 客 様 番 号  備 考 欄 

水  栓  番  号             

道  順  

口径 φ   mm メーター番号  

料金区分 
挾間 ・ 庄内 湯布院 

一般  官公 

事業 
 共用  臨時  一般  営業  共用  臨時  

以前の口座 

金融機関  支店  

口座番号  

名   義  

検 針 月 日  

指      針  給水区  
 

処理 受付者印  電算入力処理日  電算入力者印 

 

確認者印 

 

受 付 印 



様式第 7号(第 20条関係) 

 

              水道使用中止届 

 

 由布市水道事業 由布市長 殿 

  ※太線の中のみ記入してください。                         届出年月日    年   月   日 

中 止 年 月 日 年    月    日 午前 ・ 午後 

水道使用場所 由布市 

使 用 者 

フリガナ TEL 

携帯  氏 名                            

転 居 先 

〒    ―          

 

 

 

最終支払方法 □登録口座で精算  □請求書送付（下記送付先）  □現地精算（   時   分） 

 

 
 

請求書送付先 

送付先氏名 

□転居先に同じ 

〒     ―         

住 所 

 

氏 名 

 

水  道  課  記  入  欄 

お 客 様 番 号 ― 備 考 欄 

水  栓  番  号             

道  順  

口径 φ   mm メーター番号  

検 針 月 日 ／ 

指      針                  ㎥ 

 

処理 受付者印  電算入力処理日  電算入力者印 

 

確認者印 

 

受 付 印 


